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午前９時５７分開会 

○渡辺ひであき委員長 おはようございます。定刻

前でございますけれども全員おそろいですので、

ただいまから総務委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 まず初めに、私より記録署

名員２名を御指名申し上げます。 

  伊藤委員。へんみ委員、よろしくお願いをいた

します。 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 次に、議案の審査を議題と

いたします。 

  第１号議案 令和７年度足立区一般会計補正予

算（第１０号）、第２号議案 令和７年度足立国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）、第３号

議案 令和７年度足立区介護保険特別会計補正予

算（第３号）、第４号議案 令和７年度足立区後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）、以上

４議案を一括議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○政策経営部長 おはようございます。 

  補正予算案の概要をお開きください。 

  今回の補正予算でございますが、一般会計は１

０号補正で７３億８，７００万円余の増額、国民

健康保険特別会計は３号補正で４，３００万円余

の減額、介護保険特別会計は３号補正で４，２０

０万円余の減額、後期高齢者医療特別会計は２号

補正で６億６，２００万円余の増額となっており

ます。 

  続きまして、歳入、２ページをお開きください。 

  主なものを御説明いたします。 

  １番特別区税２５億円余の増額、12番特別区交

付金３４億円余の増額でございます。 

  ５ページ以降は歳出となりまして、多くは契約

差金また実績見込による減額となっております。 

  ８ページをお開きください。 

  民生費、１番の私立保育園の運営費助成事業６

億９，０００万円余の増額となっております。こ

ちらは保育士等の処遇改善、物価高騰に対応する

ための、私立認可保育所の運営費増額の計上でご

ざいます。 

  続いて、１２ページをお開きください。 

  環境衛生費、１番予防接種事業で、帯状疱疹ワ

クチンが当初の想定を上回る接種実績見込となっ

たための増額でございます。 

  続きまして、１６ページをお開きください。 

  教育費でございます。義務教育施設建設資金積

立基金積立金１７６億円余の増額でございます。

こちらは、興本扇学園の改築工事経費といたしま

して新たに基金へ積立てを行うものでございます。 

  ２０ページは国民健康保険特別会計補正予算案

の概要、２１ページは介護保険特別会計補正予算

案の概要、２２ページは後期高齢者医療特別会計

補正予算案の概要となっております。 

  ２３ページは繰越明許費の補正、また、２４ペ

ージは基金の積立状況となっております。 

  私からは以上でございます。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑はございますか。 

○はたの昭彦委員 おはようございます。よろしく

お願いいたします。 

  今回、最終補正ということで、一番決算に近い

数字が出てきているということを考えると、１年

間のお金の使い方がどうだったかということも踏

まえて質問したいと思います。 

  まず、歳入の部分なのですが、特別区税、今回

２５億円余の増額となっているのですが、この大
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きな要因というのはどこにあるのでしょうか。改

めて教えてください。 

○課税課長 特別徴収においてそれぞれの給与の収

入が増ということで、例えば春闘の方の賃上げ…

…。 

○はたの昭彦委員 すみません、もう少し大きい声

でお願いします。 

○課税課長 春闘の方の賃上げ率が、令和５年です

と３．５８％の増、前年比較で増なのですが、基

礎となる令和６年の前年比が５．１％で、これは

３３年ぶりの５％越えということで、そういった

賃金の上昇が歳入の増につながったと考えており

ます。 

○はたの昭彦委員 今のお話にあるように、やっぱ

り働く人の賃金を上昇させることが、こういった

区税収入の増加にもつながるということだと思い

ます。 

  続いて、４番の配当割交付金、そして、５番の

株式譲渡所得割交付金ということで、増額になっ

ているのですけれども、この間の株価の上昇とい

うのが大きな背景にあると思うのですけれども、

やはりこの数字を見ると、株を持っている投資家

や大企業が、これによって利益が増えているとい

うことを見ることができると思うのですが、いか

がでしょうか。 

○財政課長 はたの委員御指摘のとおりかと思いま

す。 

○はたの昭彦委員 一方、６番の地方消費税交付金、

これが６億３，０００万円余の増額ということで、

以前だと消費税の交付金が増えるというのは、景

気がよくて物がいっぱい売れているということで

消費税の交付金が増えるということがあったので

すが、この間の物価高騰を考えると、やはり物価

高騰によって物の値段が上がると、それに付随し

て消費税の負担が増えているということでいうと、

物価高騰によって、こういった区民の消費税の負

担が増えているというふうに見ることもできると

思うのですが、いかがでしょうか。 

○財政課長 物価指数の上昇などを捉まえての増と

いうことになりますので、はたの委員御指摘のと

おり、そういう側面はあると思います。 

○はたの昭彦委員 それと、１２番の特別区交付金、

大きく増額になっているのですけれども、この要

因はどこにあるのでしょうか。 

○財政課長 財源となっている都税収入のうち、調

整３税といわれる法人税の収入というものが大き

く伸びているというところが要因と捉えておりま

す。 

○はたの昭彦委員 今の御質疑の中で分かることは、

やはり働く人の賃金を上げることとともに、大企

業や、一部の株を持っているような、いっぱい株

を持っているような方が非常にいい思い、いい思

いというのも変だけれども、利益が出ていると。

一方で、いわゆる庶民のところでいうと、物価高

騰に伴って消費税の負担が増えて、暮らしに大き

な影響を与えているということが一定言えるので

はないかなというふうに思います。 

  続きまして、歳出の部分で何点かお聞きしたい

のですが、まず、総務費の電子計算組織管理運営

事務ということで、３番のガバメントクラウド利

用料ほか４６件の不用額というのがあるのですが、

４６件というのはかなりあるので、不用額として

出た主要なものというのは、具体的にはどういう

ことがあるのでしょうか。 

○情報システム課長 まず、建物を改修するときに

ネットワークの機器を引き直さなくてはいけない

のですけれども、その時の経費を確保しておりま

して、今年度につきましては、追加の配線ですと

か追加の機器購入がなかったので、この部分が不

用になっております。そのほか、保守の契約です
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とかそのあたりを事業者と調整して見直した結果、

経費が安くなっているというような形になってお

ります。 

○はたの昭彦委員 機器が不要になった、工事の関

係で機器が不要になったというのは、具体的には

いろいろなところで人手不足とかがあって工事が

入札不調でできなかったり、人がいなくて遅れて

いるという部分があるのですけれども、そういう

影響ということの理解でよろしいでしょうか。 

○情報システム課長 そういうわけではなくて、ど

うしても、工事をする中で線が足りなくなると伸

ばしたりしなくてはいけないのですけれども、端

末の位置とかを調整して、そういったものが必要

なくなったので、お金を使わなかったということ

になります。 

○はたの昭彦委員 分かりました。 

  今ちょっと話に出したのですけれども、今、建

設工事において、入札不調等によって工事ができ

なかったということで、今回の補正予算の中でも

入札不調によって令和８年度に変更したと、次年

度に実施を変更したというのがかなりあるのです

ね。施設営繕や、あと、衛生部ですとか教育委員

会のところにもあったのですけれども、入札不調

というか、物価の高騰に★★単価の上昇が追い付

かないという部分があるというようなことをニュ

ースで聞いて、区が発注する金額が今の発注した

時点での単価に見合ってないということが不調の

大きな原因というような一部報道を私ニュースで

聞いたのですけれども。 

  そういった原因で、こういった入札不調が続い

ているということはやっぱりあるのでしょうか。 

○中部地区建設課長 工事だけで言えば、やはりお

金の問題と人の問題というのが付いてきておりま

して、必ずしも金額だけの問題ではないのかなと

いうふうにちょっと感じているところでございま

す。 

○はたの昭彦委員 それで、今言ったように入札不

調で令和８年度以降に変更ということがあるので

すが、工事とかが遅れると、やっぱり足立区の施

設の更新計画にも大きく影響してくると思うので

すが、この辺の見通し、今後の対応について、ど

のようにお考えなのでしょうか。 

○中部地区建設課長 見通しといいますと、なかな

かちょっと付かないところはあるのですけれども、

例えば工事のものを少しリースの発注に変えたり

ですとか、様々な選択肢がある中で、何がコスト

的にいいのか、早くできるのかというところを今

模索しているところでございます。 

○はたの昭彦委員 ただ、施設管理計画の中で、い

つまでにどこを改修しようとかという計画がある

のですけれども、それへの影響というのは一定加

味しなくてはいけないと思うのですけれども、そ

れについてはどのようにお考えでしょうか。 

○中部地区建設課長 やはり計画どおりやりたいと

いうのは正直なところなのですけれども、なかな

か進まないところ、例えば空調が急に効かなくな

ったということであれば、やはり緊急工事対応、

工事業者に随意契約でお願いするというような場

面も出てくるかと思います。 

○はたの昭彦委員 分かりました。 

○渡辺ひであき委員長 はたの委員、何ページのこ

とをやっておりますか。 

○はたの昭彦委員 今は全体というか、先ほど言っ

たように入札不調ということでいうと、施設営繕

とか本庁舎の部分とか……。 

○渡辺ひであき委員長 それはあまり補正には関係

のない部分なので、★★みたいなことは別のとこ

ろでやってください。 

○はたの昭彦委員 すみません。次に、産業経済費

の中小企業融資事業ということでいうと、１番の
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中小企業融資あっせんに係る信用保証料・利子補

給の実績見込に基づく減ということで７億３，０

００万円余の減額ということで、かなり大きな減

額なのですが、この理由として緊急経営資金の利

用条件変更ということで、前年同月比１円以上の

減少から３％以上の減少に変更したということで、

融資条件が厳しくなったということだと思うので

すけれども。 

  これについての区内企業への影響というのは、

どのように考えているのでしょうか。 

○企業経営支援課長 まず、利用条件変更前の１円

でも減少していればというところなのですけれど

も、こちらの緊急経営資金、コロナ禍を契機にス

タートしておりまして、コロナ禍が明けた令和６

年度以降、利用条件を変更しております。 

  利用条件を変更した後なのですけれども、金融

機関、あとは各企業の方から特にそういった苦情

ですとか、悪い影響が出ているという話は特に耳

にはしておりません。 

○はたの昭彦委員 事前にお話を聞いたときに、融

資件数、利子補給とか保証料の減の原因の中に信

用保証協会の審査が通らなかったというのも一定

あったということだったのですけれども、信用保

証協会の審査が通らないというのは、返済の見込

みがなかなか立ってないと、返済計画がちょっと

不十分だということだと思うのですけれども。 

  その辺について、区としては、そういう信用保

証協会の審査が通らなかった企業に対してどのよ

うな対応をしていくというか、今後どういうふう

に経営支援していくかということがあれば教えて

ください。 

○企業経営支援課長 今はたの委員おっしゃった信

用保証協会の審査が通らないというところなので

すけれども、こちら令和５年度まではコロナ禍と

いうところで、ある程度緩かったという話も聞い

ております。令和６年度以降、少し、比較的厳し

くなったというお話を耳にはしているのですけれ

ども、やはり経営状況を審査の対象としておりま

すので、そういった意味では、今後、審査を通す

という意味では経営状況を改善していくというこ

とがまず必要になってまいります。 

  そのため、こういった融資もそうですけれども、

各種補助金でしたり経営相談等も我々の方では展

開しておりますので、そういったところを通じて

企業の体力の向上というところに努めてまいりた

いというふうに考えております。 

○はたの昭彦委員 それで、この利用条件の変更は

あるのですけれども、いずれにしても売上高を対

象にしているわけですよね。この間の物価高騰を

考えて、人件費の上昇とかを考えると、全部転嫁

できないとしても、ある程度、価格転嫁にすれば、

売上げというのは、全体の売上げ★★増えるので

はないかと思うのです。 

  そういうふうに見ると、この３％減少、売上げ

だけを見て融資の利用条件に掲げるというのはど

うなのかなと。要は、価格転嫁をしても、実際に

経費の増を賄い切れないという場合もあるわけで

すよ、３％以上の売上げがあったとしても。そう

いう状況が、今の未曾有の物価高騰や賃金の上昇

の中であるのではないかということを思えば、こ

ういった利用条件の今後の在り方というのも見直

していかなくてはいけないのではないかなと思う

のですけれども、それについてのお考えはどうで

しょうか。 

○企業経営支援課長 申し訳ございません。こちら

の概要の方、スペースの都合で売上高というふう

に書かせてもらっているのですけれども、ほかの

条件としまして、売上高のほか利益率も比較の対

象としております。 

  売上高、利益にかかわらずですけれども、ほか
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の自治体ですとか、こういった制度、融資を展開

しておりまして、今後のそういった物価高との兼

ね合いを見て、どのように利用条件を設定してい

くのかというところにつきましては、金融機関と

の意見交換も定期的に行っておりますので、そう

いったところで詳しい知識を身に付けて制度設計

をしてまいりたいというふうに考えております。 

○はたの昭彦委員 是非お願いしたいと思います。 

  次に、教育費の義務教育施設建設資金積立基金

積立金なのですが、興本扇学園の改築工事経費と

して新たに基金を積み立てるということで、下に

積算根拠が出ているわけですれけども、これは、

この１７６億円で興本扇学園の改築工事が大体全

部賄えるというような理解でよろしいのでしょう

か。 

○財政課長 詳細な設計がこれからになりますので、

どういうものを入れていくかというところで大分

変わってくるところでありますけれども、今ガイ

ドライン上で記載されている必要経費というもの

の目安としてはこのぐらいかなというところで、

基準にはさせていただいているところでございま

す。 

○はたの昭彦委員 私たち、基金については全て否

定するわけではないのだけれども、一度に、１つ

の学校の建て替え経費を、１年の、決算剰余金と

いうか、お金で積み立てて賄うというやり方とい

うのはどうなのかなと。前々から言っているよう

に、税負担の世代間の公平ということから考える

と、こういう在り方というのはどうなのかなと。 

  例えば、いろいろな基金積立金がありますよね。

そういう中で分散して積み立てているというなら

まだ分かるのだけれども、１つの基金に、決算で

お金に余裕が出たから１つのところにこうやって

入れるという在り方というのは、今後どうなのか

と思うのですけれども、改めてどうでしょうか。 

○財政課長 起債の線も捨て去っているわけでは当

然ありませんので、起債をすべきか、若しくは歳

入の状況を見て、どちらが適切かというところを

判断させてはいただいているような状況です。 

  なので、これから学校の改築などもかなり数が

増えてまいりますので、そういった際には、今回

のような手法だけではなく起債というところも視

野に入れて、予算組の方は取り組ませていただき

たいと考えてございます。 

○はたの昭彦委員 ただ、今言ったように……。 

○渡辺ひであき委員長 はたの委員、そこから先は

意見の開陳のときにしてください。それは意見だ

から。 

○はたの昭彦委員 いや、質疑……。 

○渡辺ひであき委員長 質疑といったって、それは

意見ではないですか、はたの委員の。だから意見

のところで開陳してください。 

○はたの昭彦委員 分かりました。 

  では続いて、基金についてお聞きしたいと思う

のですけれども、２４ページです、令和６年度末

の現在高ということで１，８１７億円あったのが、

年度★★２５８億円を取り崩した結果、令和７年

度当初の全体額では１，５６８億円まで減ると言

っていたのが、今回の補正予算でいくと１，８０

３億円という、かなりの金額になったということ

でいうと、ほとんど積立金を取り崩さなくても１

年間の財源を賄えたということだと思うのですけ

れども、どうでしょうか。 

○財政課長 当初予算を組んだときの計画からする

と、結果としては、そこまで取り崩さずに済んだ

ということではございます。 

○はたの昭彦委員 それで、私ちょっと過去の年度

末の積立金残高の数字を調べていったのですけれ

ども、過去一番多かった年度末が、たしか１，８

０４億円だったかな、令和５年のときで、たしか
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決算で１，８５６億円という基金残高のときが一

番多かったのです。それに匹敵する積立金残高が

今あるわけです、今回の補正で。 

  そうすると、今後、決算剰余金等を考えると、

令和７年度決算でいうと積立金残高が過去最高に

匹敵する、あるいは上回るような残高になるので

はないかなと私は思うのですけれども、それはい

かがでしょうか。 

○財政課長 収支のところ、決算でどれぐらいにな

るかというところが、見てみないと正確なところ

は申し上げられないところでありますが、はたの

委員おっしゃるような金額規模に近づくのではな

いかという想定はしてございます。 

○はたの昭彦委員 お金があるということが明らか

になったと思います。終わります。 

○渡辺ひであき委員長 ほかに何か質疑ございます

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○伊東のぶゆき委員 賛成で。 

○岡安たかし委員 賛成です。 

○はたの昭彦委員 やはり今の質疑でも明らかなよ

うに、決算の中で１６７億円も積立金で一気に積

み立てるのであれば、物価高騰で本当に暮らしが

大変な区民に対する物価高騰支援策、確かに昨年

末に１万円の現金給付ということで、全区民にと

いうことでやったことは非常に感謝してますし、

評価をしますけれども、更に、もっと区民の暮ら

しを応援する物価高騰対策ができたのではないか

と、今回の補正でやるべきだったということを考

えれば、今回の補正予算については、一般補正に

ついては反対をしたいと思います。 

  ２号、３号、４号については賛成をしたいと思

います。 

○へんみ圭二委員 まず最初に、議員報酬の遡及で

上げるということについては我々としては疑問を

感じていますし、その点について反対すべきかど

うかということで検討もさせていただいたのです

が、補正予算全体では区民生活を支えるという点

で必要であろうということから、賛成をいたしま

す。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 後ほどもありますが、議員報酬

の値上げが含まれているということも併せて賛成

いたしかねますので、反対です。 

○渡辺ひであき委員長 それでは、これより採決い

たします。この採決は２回に分けて行います。 

  まず初めに、第１号議案を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○渡辺ひであき委員長 挙手多数であります。よっ

て、本案は原案のとおり可決すべきものとするこ

とに決定をいたしました。 

  次に、第２号議案、第３号議案、第４号議案を

一括採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、本案は

原案のとおり可決すべきものとすることに決定を

いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［一部執行機関退席］ 

○渡辺ひであき委員長 次に、第９号議案 足立区

組織条例の一部を改正する条例、第１１号議案 

足立区職員定数条例の一部を改正する条例、以上

２議案を一括議題といたします。 
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  それでは執行機関の説明を求めます。 

○政策経営部長 政策経営部の議案説明資料２ペー

ジをお開きください。 

  まず、９号議案でございます。組織条例の一部

を改正する条例となりまして、こちらは定額減税

に係る給付金事業が終了することに伴いまして、

区民部の分掌事務を改めるというものでございま

す。 

  改正内容、項番１にございます第２条のうち、

８の項についての改正となっておりまして、施行

年月日は４月１日、新旧対照表は３ページ以降の

とおりとなっております。 

  続きまして、１０ページをお開きください。 

  職員定数条例の一部を改正する条例でございま

す。 

  こちらは、項番１の改正内容を御覧いただきま

して、区長部局また教育委員会の事務局、選挙管

理委員会の事務局、こちらの職員定数を（１）の

とおり改正する、それとともに、（２）にござい

ますが、職員の定数の合計を３，４８４人に改め

るというものでございます。 

  項番２に、主な増の理由を記載しております。 

  １１ページでございます。 

  施行年月日は令和８年４月１日。 

  新旧対照表は別紙のとおりとなります。 

  私からは以上でございます。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

○土屋のりこ委員 第１１号議案ですけれども、保

留定数、今回も拡充されるということですが、今

年度の実態がどうだったのかということと、来年

度、２０人になってどういうふうな配置になるの

かというところで、いかがでしょうか。 

○人事課長 保留定数でございますが、まず今年度

については１０名を付けております。急遽、生活・

暮らし臨時給付金とか新しい組織がございました

ので、１０名を福祉部に配属してございます。 

  次年度につきましては２０名ということで、少

しルール化したいと考えておりまして、各部の病

休とか育休の状況でそれぞれちょっと傾斜を付け

まして、各部に配属したいというふうに考えてお

ります。 

○土屋のりこ委員 ★★を新規の部署にということ

ですが、本来必要なところ、育休なり何なりの代

替というところに使われなかったということにな

ってしまうのかなと思うのですけれども。数とし

てもうちょっと多くないと、足らないということ

が実態ではないかと思うのですけれども。 

  そのあたりりの本当に必要な産休・育休その他

の代替職員との実際の数との兼ね合いという意味

では、どれくらいの保留定数が必要と想定される

のか、いかがでしょうか。 

○政策経営課長 最終的に何人というところまでの

数字というのは、この保留定数を入れながら徐々

に状況が変化してきているというふうに考えてお

ります。といいますのは、男性の育休が非常に進

んできているという部分がありますので、今１０

名と増やしていく中で、毎年毎年その状況を見て

いるというような状況でございます。 

  現状２０名で足りているのかということに関し

ては、まだ２０名では足りてないだろうという認

識を持ってございますので、また来年度、査定を

するに当たっては、そのときの状況、どれぐらい

育休が取られているかというのは、また改めて見

て、必要に応じて保留定数を増やしていくという

ような考え方を持ってございます。 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から意見を求めます。 

○伊東のぶゆき委員 賛成でお願いします。 
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○岡安たかし委員 賛成です。 

○はたの昭彦委員 賛成です。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 まず、先ほども質疑したように、

１１号議案の保留定数を増やしていくということ

も大事だと思いますし、全体の職員の数を増やし

てしっかりと区民要望に応えられるということで

のスキル、ノウハウを蓄積していっていただきた

いということを求めて、賛成です。 

○渡辺ひであき委員長 それでは、これより採決い

たします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、原案の

とおり可決すべきものとすることに決定をいたし

ました。 

  次に、第１０号議案 足立区情報公開条例の一

部を改正する条例を単独議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○政策経営部長 恐れ入ります、議案説明資料５ペ

ージをお開きください。 

  第 10号議案の御説明でございます。 

  情報公開条例の一部を改正する条例となりまし

て、改正の内容、項番２に記載してございます。

金額入り工事設計書のようにインターネットで公

表されたものは開示請求の手続をせずに資料をダ

ウンロードできることから、今回、インターネッ

ト等で公表又は提供されている区政情報について、

開示請求の対象とならない旨を明記する、また、

検索手段として開示請求書が必要な情報をインタ

ーネットで検索できるシステムがございますので、

そちらを一般の利用に供する旨の規定を加える、

その他規定整備となっております。 

  ６ページ以降に新旧対照表を掲載してございま

す。 

  施行年月日でございますが、公布の日からとい

うふうに考えております。 

  私からは以上でございます。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

○はたの昭彦委員 すみません、今回の情報公開条

例の一部を改正する条例に伴って、インターネッ

トで公開してる文書については情報公開請求に当

たらないということなのですが、これを実施する

に当たって、今年間でかなりの数の情報公開請求

があると思うのですけれども、どの程度少なくな

るというふうに考えているのでしょうか。 

○区政情報課長 現在、区政情報の開示請求につき

ましては、大体年間に２，０００件ぐらいの件数

になっております。そのうちの半分ぐらいが工事

の関係の請求になっておりますので、そちらの方

が減るような形になるかと見込んでおります。 

○はたの昭彦委員 それで、★★の内容ということ

で、インターネット等で公表又は提供されている

区政情報については対象にならない旨を明記する

とあるのですが、この間、インターネット等で公

表されている区政情報について開示請求があった

ということはあったのでしょうか。 

○区政情報課長 中には、ホームページに公表され

ているのを御存じなくて申請に来られる方も多く

いらっしゃいます。そのときには御案内できる部

分については窓口で御案内させていただいている

のですが、全部のところについてホームページに

公表されているかどうかというのは我々もちょっ

と存じ上げてないところもありますので、一部は

所管の方が「公開してますよ」というふうな御案

内をして、有料になりますので、そちら取り下げ

ていただくというような形の御案内を差し上げて

いるというところでございます。 
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○はたの昭彦委員 そうすると、まず最初に、イン

ターネットに公開されるかどうかというのを情報

公開を請求する方が調べなくてはいけないという

ふうに思うのですけれども。 

  その辺の周知については、どのように進めてい

こうと考えているのでしょうか。 

○区政情報課長 こちらの内容について、公表自体

については、図書館ですとかそういうところで公

表してるものについても御案内をさせていただい

ているところです。 

  一般的にはかなり区政情報の中で公表が進んで

きておりますので、そちらについても所管の方と

話をして、個別に御案内を差し上げるという形の

方が的確なのかなというふうには考えております。 

○中部地区建設課長 工事の内訳につきましては、

やはり今お話ししたとおり、かなり件数が多いの

で、各建設課の方でチラシをお配りして、インタ

ーネットで公表しているということを周知してお

ります。 

○区政情報課長 申し訳ございません、先ほどのチ

ラシにつきましては、事業者には周知をさせてい

ただいていると同時に、ホームページにも、こち

らの区政情報のところについては公表を、工事に

ついてはするような形をさせていただいておりま

す。 

  先ほど、冒頭に御説明をさせていただきました

２，０００件というのは間違っておりまして、訂

正させていただきます。１，０００件で、５００

件が開示請求の工事の対象ということになります。

申し訳ございません。 

○渡辺ひであき委員長 よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 それでは次に、各会派の意

見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成でお願いします。 

○岡安たかし委員 賛成です。 

○はたの昭彦委員 賛成です。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○渡辺ひであき委員長 これより採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、本案は

原案のとおり可決すべきものとすることに決定を

いたしました。 

  次に、第１２号議案 足立区附属機関の構成員

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例、第３２号議案 足立区議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例、第３３号議案 足立区行政委員会の委員及

び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例、第３４号議案 選挙

長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例、第３５号議案 区議会等の行う調査

のため出頭する者及び公聴会に参加する者の費用

弁償条例の一部を改正する条例、第３６号議案 

足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正す

る条例、以上６議案を一括議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○政策経営部長 恐れ入ります、政策経営部の議案

説明資料１３ページをお開きください。 

  第１２号議案の御説明になります。 

  審議会等の附属機関の構成員の報酬また費用弁

償に関する条例の改正でございまして、主な改正

内容は、項番２に記載がございます２点でござい

ます。 

  まず１点目でございますが、委員報酬の上限額

を３万円から３万５，０００円に引上げ。こちら
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の理由でございますが、新たに設置いたします足

立区教育委員会いじめ重大事態等調査委員会の委

員報酬につきまして、委員の推薦を東京三弁護士

会にお願いしたところ、こちらの共通の報酬額が

３万３，０００円で設定しておりました。こちら、

現行の３万円では推薦してもらうことが困難であ

るために引上げをするものでございます。 

  表の中にございますが、委員長加算２，０００

円を含めまして、改正後３万５，０００円とした

いと考えております。 

  ２点目でございます。こちらは職員の旅費に関

する条例の改正に伴いまして文言整理をするもの

となっておりまして、イの内容のところに記載し

てございます、このように改正をしたいと考えて

おります。 

  施行年月日は令和８年４月１日を予定しており

ます。 

  私からは以上でございます。 

○総務部長 私からは、総務部の分の御説明をさせ

ていただきます。恐れ入りますが、総務部の資料

の議案説明資料を御覧いただければと思います。 

  ６ページになります。 

  第３２号議案の御説明をいたします。足立区議

会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例でございます。 

  令和７年１２月１５日に開催されました足立区

特別職議員報酬等審議会の答申に基づきまして、

足立区議会議員の議員報酬、それから期末手当を

改定するものでございます。 

  大変申し訳ございませんが、関連の審議会の資

料のホームページへの掲載が遅れまして、御迷惑

をお掛けしました。大変申し訳ございませんでし

た。また、議事録の方が今まだ精査中でございま

して、ホームページ等にアップされていないとい

う状況でございますので、このことはおわび申し

上げます。申し訳ございません。できるだけ早く

アップをさせていただきたいと考えております。 

  今回のこの議案につきましては、旅費の規定も、

国の法改正などがございましたので、併せて見直

しを行っているものでございます。 

  具体的な内容につきましては、６ページの表に

ありますとおり、議員報酬が改定後６４万１，０

００円になるというような内容でございます。詳

細は表を御覧いただければと思います。 

  この施行でございますが、令和７年４月１日に

遡っての適用となります。 

  ７ページを御覧ください。 

  旅費の規定の改正でございます。文言整理が今

回国の方で行われまして、車賃、旅行雑費といっ

た表現がございましたけれども、その他の交通費、

宿泊費などに改められた点を改定しているもので

ございます。 

  こちらは令和８年４月１日適用となっておりま

す。 

  参考でございますが、改定となる旅費につきま

しては、区議会議員の皆様の旅費は、例えば正副

議長は区長相当額、議員は副区長相当額とされて

おりまして、この後御説明をいたします区長及び

副区長の旅費が★★されている「足立区長等の給

料等に関する条例」において規定をされているた

め、そこを★★の表現となっております。具体的

には、この後の、数ページ後になりますが、１２

ページから１３ページの表におまとめをして表現

をさせていただいておりますので、御覧いただけ

ればと思います。 

  第３２号議案の御説明は以上でございます。 

  次に、★★議案の御説明をいたします。足立区

行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例で

ございます。 
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  こちらにつきましては、行政委員会の委員及び

非常勤の監査委員の報酬を改定するものでござい

ます。旅費については同じような考え方でござい

ます。 

  改定内容、１４ページの表を御覧ください。行

政委員の報酬を３．４％引上げ、教育委員会の委

員ですと改定後が２３万９，９００円となるもの

でございます。また、行政委員の議員選出の監査

委員でございますが、こちら１５．５％引上げで

ございます。 

  こちらは令和７年４月１日に遡っての適用とな

るものでございます。 

  特に行政委員の議員選出の委員につきましては、

報酬等審議会の方でも御質問が出たところでござ

いますが、職務の内容が識見監査委員と大きく異

なるものではないこと、それから、監査に所要し

ている日数もほかの自治体と比較して多いという

ことにもかかわらず、現在の報酬月額が２３区の

平均から大きく下回っているというような現状が

ございましたので、今回大幅な値上げとなってい

るところでございます。 

  先ほど申しましたが、旅費については同様の考

え方でございます。 

  次に、２１ページ、第３５号議案でございます。

こちらは、区議会等の行う調査のため出頭する者

及び公聴会に参加する者の費用弁償の条例の一部

を改正する条例でございます。 

  国の改定などございました、先ほどの旅費の一

連の関係で改定をさせていただくものでございま

す。 

  次に、２６ページをお開きください。 

  第３６号議案でございます。足立区長等の給料

等に関する条例の一部を改正する条例でございま

す。 

  こちらでは、教育委員会教育長、常勤の監査委

員の給料を改定したいという考えでございます。 

  内容でございます。教育長は給料３．２％引上

げ、常勤の監査委員は給料１６．１％引上げで、

表記のような金額となっております。 

  施行年月日は令和８年４月１日となっておりま

す。 

  この改定の大きな理由でございますが、部長級

職員の年間の給与改定額を確保する観点から、特

別区人事委員会の勧告に伴っての引上げの状況で

すとかそういったところを見まして、その格差が

縮まってしまうことが今後考えられますので、今

回改定するものでございます。 

  また、常勤の監査委員につきましては、既に部

長級の職員より年収が低いというような水準にな

っておりまして、この差が更に広がってしまうと

いうことも懸念されましたので、今回、区の行政

運営が公正で合理的、効率的に行われているかを

厳正に監査していただくということがございまし

て、区としては常勤の監査委員、税金のスペシャ

リストを登用しているというところもございまし

て、この方針も踏まえての大きな改定となってい

るものでございます。 

  私からの説明は以上でございます。 

○選挙管理委員会事務局長 よろしくお願いいたし

ます。 

  選挙管理委員会事務局の説明資料の２ページを

御覧いただければと存じます。 

  第３４号議案説明資料で、選挙長等の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でご

ざいます。 

  改正内容につきましてですけれども、法令が改

正されたこと、あと、足立区職員の旅費に関する

条例も改正されたことなども踏まえまして改正す

るものでございます。改正内容につきまして、文

言の整理と、３ページでお示しをしておりますが、
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宿泊料の見直し、宿泊手当の新設等となっており

ます。 

  施行年月日は令和８年４月１日を予定しており

ます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑はございますか。 

○はたの昭彦委員 よろしくお願いします。 

  まず、第１２号議案から第３０号議案は、いず

れも報酬の増額と旅費規定の文言修正が条例改正

の中身なわけですけれども、第３２号から第３５

号議案については、事前説明資料では旅費規程に

ついては金額までもが条例改正の中身に記載され

ていたのです。我が党の指摘で、旅費規定の金額

については参考というふうな文言が付けられたわ

けですけれども、一方で、政策経営部の提案、同

じように報酬の増額と旅費規程の改定なのですが、

旅費規定については文言修正のみと、この表を見

ても正確に書かれていたわけです。 

  条例の中身についての事前説明資料については

正確に記していただかないと、私たちがこの条例

の賛否を判断するのにも大きく影響してしまうの

ですが、今回の総務部のこの資料ですけれども、

こういう記載方法になった要因というのは何なの

かなと。 

  正確に条例改正の中身を捉えていなかったので

はないかなというふうに感じてしようがないので

すけれども、それについてはいかがでしょうか。 

○総務課長 文言の点、大変申し訳ございませんで

した。最初の方で実際に変わる内容のところに確

かに重きを置いて書いていた部分がございました

が、改正内容については新旧対照表に書いていた

点から、こちらへの記載が漏れていたものでござ

います。 

  改正内容については意識はきちんとしていたも

のではございましたが、記載としてはちょっと不

十分であったという点がございました。申し訳ご

ざいませんでした。 

○はたの昭彦委員 政策経営部の議案説明資料につ

いては正確な表現の仕方であって、やっぱりこう

いう在り方が大事なのかなというふうに思います。 

  では、議案の中身について質問したいと思いま

すけれども、第３２号議案、先ほど補正予算のと

ころではやりませんでした議員報酬についてなの

ですけれども、報酬等審議会でこの議員報酬につ

いて議論されたと思うのですけれども、その中で

はどのような意見が出たのでしょうか。 

○総務課長 報酬等審議会での議員報酬の部分につ

いては１件質疑がございまして、令和７年４月に

遡及をすることについての内容についての御質問

がございました。 

  そこについては、★★事務局からの回答で、特

別区人事委員会の勧告などの実際に民間の給与の

状況などが令和７年４月時点ということであるこ

とから、その時点から物価高騰等の影響があった

という点で令和７年４月に遡ってが妥当という案

で御了承いただいたところでございます。 

○はたの昭彦委員 私は報酬等審議会を傍聴してた

のですけれども、確かに報酬等審議会の答申では

引き上げるべきだというような答申だったのだけ

れども、委員の中には、議員報酬については２３

区の他の自治体に比べて現状では特別に低い金額

ではないので今回見送るべきではないかとか、引

上げ額については、３．４％ではなくて、もう少

し引き下げるべきではないかという意見もあった

と思うのですけれども。 

  具体的に現在の足立区の議員報酬、現状で２３

区の中でどのような位置にあるのでしょうか。 

○総務課長 まず、２３区において、今議員の方の

順位としては、２３区中１０位の位置にございま

す。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １４  

 

○はたの昭彦委員 確かに議員報酬は１０位なわけ

ですけれども、議長や委員長報酬は非常に上位の

金額で、これは文京区が調べた資料を取り寄せた

ところ……。すみません。議長は２３区で４位、

副議長は２３区で２位、委員長も２位、副委員長

は３位、先ほど言ったように議員が１０位という

ことでいうと、決して足立区の議員報酬は安くな

いわけですよ。その中で、どうなのかなというふ

うに思ったりもするのですけれども。 

  先ほど遡及をするというお話がありましたけれ

ども、２３区の中でほかの自治体も今回議員報酬

については引上げ等の議論をされていると思うの

ですけれども、令和７年４月まで遡及して引上げ

をするいう自治体というのは、どれぐらいあるの

でしょうか。 

○総務課長 すみません、今ちょっと資料を確認い

たします……。 

○区議会事務局長 足立区を除いて、５区、５議会

が４月に遡っております。 

○はたの昭彦委員 そうすると、残りの１８区は遡

及をしないということですよね。そうすると、足

立区の議員報酬というのは２３区と比べてもそん

なに低いわけでもないですし、遡及するというと

ころについても多数派ではないということでいう

と、本当に区民の理解を得ることができるのかと

いうのは大いに疑問だと私は思います。 

  次に、第３６号議案なのですが、今回、教育長

の給与の引上げと常勤の監査委員の引上げという

ことが出ているのですが、教育長の給料の引上げ

については、長年引上げがなかったというふうな

ことがあるのですけれども、具体的にはどれぐら

い引上げがなかったのでしょうか。 

○総務課長 今正確にはあれですけれども、十数年

ぐらいは少なくとも引上げはなかったという状況

ではございます。 

○はたの昭彦委員 それも文京区の資料にありまし

て、なんと平成２７年から引き上げられてないと

いうことでいうと、かなりの年月というふうに、

引き上げられてなかったのですが、この引き上げ

られなかった原因というのはどこにあるのでしょ

うか。 

○区長 教育長の給料も私の給料、私というか区長

給料に連動しているということで、私、就任以来

上げていませんので、それに連動して教育長の給

料も上がってこなかったということになります。 

○総務課長 今の区長の御発言でございますが、区

長の給料と制度的に連動しているわけではござい

ませんが、三役というところから、連動というか、

そういった意識の下に、それぞれの方のお考えで、

ずっと上げてこなかったということで統一してき

たものと認識しております。 

○はたの昭彦委員 連動するわけではないけれども、

やっぱり区長が上げてない中で教育長や副区長が

なかなか上げづらいという環境があったのではな

いかなというふうに思うのです。区長が上げない

というのは御自身の判断だからいいのですけれど

も、副区長や教育長については職員であるわけで

すし、先ほど、昨日かな、報酬等審議会の答申が

出てまして読んだら、やっぱり大変な激務の中で、

それなりの報酬が支払われるべきだというような

ことが書いてあったわけですから、そういう意味

では、教育長は今回上げるわけですけれども、副

区長については今回報酬の引上げというのが議案

にもなってないわけですよ。やっぱりここも、区

長が上げない中、なかなか言い出しにくいという

のがあるのではないかなというふうに思うので、

それについてはしっかりと議論というか、検討を

庁内ですべきではないかなと思います。 

  先ほど言った文京区の資料でいうと、副区長の

給料、そんなに安いというわけではないですけれ
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ども、２３区の中では２２番目というようなこと

を考えて、７０万人の区民の暮らしを支える重責

を担っているということを考えると、私は副区長

も報酬を上げるべきなのではないかなというふう

に思います。 

  次に、常勤の監査委員についてなのですが、給

与１６．１％の大幅な引上げということで、改定

後は７１万７，４００円という金額なのですが、

これについては、足立区の議員の委員長の役職を

している方の報酬月額よりも多いということなの

ですけれども。 

  具体的に、常勤の監査委員の１か月当たりの勤

務日数と勤務時間について教えてください。 

○監査事務局長 常勤でございますので、１か月

我々と同じ勤務をされておりますし、朝８時半か

ら１７時１５分までの勤務ということでございま

す。 

○はたの昭彦委員 それで、説明書によると、国税

庁元局長級職員ということで、税のスペシャリス

トということで、区政について非常に大きな、施

策展開にも必要な方だと思うのですけれども、そ

れなりの能力がある方だと思うのですけれども。 

  具体的に、この常勤監査委員の方を招聘して、

こういう成果がありましたみたいなことがあった

ら教えてください。 

○監査事務局長 就任されて１年と数か月でござい

ますけれども、その中で、例えば予算の見積りに

ついての意見がございまして、それに基づいて令

和８年度予算について査定の仕方の見直しをした

とか、それから、事務事業評価の指標についての

意見がございまして、それに基づいて、来年度、

令和８年度の事務事業評価の見直しも行っており

ます。 

  また、リスク評価シートの見直しのお話もあり

まして、それも来年度取り組んでいくということ

で、かなりの部分で意見を頂いて、足立区行政の

改善につながっているというふうに考えておりま

す。 

○はたの昭彦委員 それで、前後して申し訳ないの

ですけれども、第３３号議案、農業委員の報酬に

ついてなのですが、会長と委員で２倍の報酬の差

があるのですけれども、業務的に倍ぐらいの仕事

が、会長に★★なっているということで、これだ

けの差があるという理解でいいのでしょうか。 

○産業振興課長 農業委員会の会長になりますと、

国レベル、都レベルの会議が非常に頻繁にありま

して、農業委員を代表してその全てに参加して意

見等も述べていたところがございますので、ほか

の委員に比べると本当にかなりの業務量になって

ございます。 

○はたの昭彦委員 分かりました。ありがとうござ

います。 

○へんみ圭二委員 まず、事前に２３区の特別職議

員報酬等審議会の公開状況について、★★事務局

の皆さんにしっかりと調べていただきまして、あ

りがとうございました。 

  この状況を見ますと、非公開になっている区も

幾つもあるという中で、この足立区はしっかりと

公表した上で、審議会の会議次第ですとか答申、

会議録なども区のホームページに公開してるとい

うことですから、ほかの区に比べてもしっかり公

開というのはやっていただいているのだなという

ことは確認ができました。 

  ただ、先ほど総務部長もおっしゃっていました

が、この審議会の議事録などがないというのは、

事前にもお伝えしましたが、その議事録の内容を

踏まえた上で、この条例の賛否について議論をす

るべきであると思いますし、議事録の公開が２か

月たってもまだされていないというのは、なぜな

のでしょうか。 
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○総務課長 ２か月たっても公開できてないという

のは、誠に申し訳ございません。全部、会議録が

できてから公開する予定でおりましたが、要する

にそちらの方の作成というか確認、完成までが今

少し遅れておりまして、あと１か月ぐらい、３月

中ぐらいの予定ですが、そこまで今掛かっている

という、業務の進捗上の問題でございます。大変

申し訳ございません。 

○へんみ圭二委員 議会の議事録もなるべく早く出

すという形でやっていますけれども、３か月たた

ないと議事録を出せないというのがどういうこと

なのかなというのが、いまいちよく分からないの

ですが、これは特別に何か難しい問題があるので

すか。 

○渡辺ひであき委員長 総務課長、ちょっと聞き取

りづらいので、少し大きな声で。 

○総務課長 申し訳ありません。分量はそれなりの

ものはあるとは思いますが、特に難しいという点

ではなかったものと思います。 

  来年度は少なくとも改善していけるようには、

時期が縮められるようにすることはできると考え

ております。 

○総務部長 補足いたします。今ＡＩを使っての会

議録の生成ですとかそういったことができるので、

一応文字起こしまではできていますが、ちょっと

その精度がよくなかったところで、あとは委員の

皆様にお送りして御確認いただくというプロセス

に今入っていこうとしているところでございます。 

  来年度以降はもっと早くできるように、いろい

ろ精度も高くもなっておりますので、努力してい

きますので、大変申し訳ございませんでした。 

○へんみ圭二委員 来年度は気を付けていただきた

いと思います。 

  その上で、この審議会の議事録、前々年度、令

和６年の議事録を見ましたけれども、その内容を

見たところ、なかなか議員の仕事の内容というの

を理解いただいてない中で議論をされているなと

感じるところもありましたから、ここはしっかり

と議員の仕事の内容を把握した上で議論ができる

ような状況をつくるべきではないですかというこ

ともお話をしてきました。 

  そのあたりについては、どのような改善がされ

たのでしょうか。 

○総務課長 今回の審議会から改善をいたしまして、

議員の方の業務状況等は区議会事務局から提供い

ただいて、審議会の方に細かく資料として提供し

たところでございます。その点は、分かりやすか

ったという点は御評価いただいているのではない

かとは考えております。 

○へんみ圭二委員 その上で、今回、特別区人事委

員会の勧告を踏まえて議員報酬を上げるというこ

となのですが、これ、必ず連動して議員報酬を上

げなくてはいけないという義務はない中で、連動

させるというのは、どういったことなのでしょう

か。 

○総務課長 必ずしも連動では確かになく、個別の

考えかと思いますけれども、事前に幹事長会から

の御意見などもございまして、賛成・反対それぞ

れあったと思いますが、賛成が多数という点など

も含めさせていただいて、御説明の上で、このよ

うな形になったものと認識しております。 

○へんみ圭二委員 先ほども、区長の報酬は上がっ

ていないということなのですが、これは、区長は

どのようなお考えで今まで上げられていないので

しょうか。 

○区長 頂いているもので精いっぱい責任を果たし

ていくという考えでございます。 

○へんみ圭二委員 区長の報酬自体も、２３区中２

２位という状況であります。副区長も、ちなみに

２２位という状況でありますが、令和６年の報酬
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等審議会の中で出ているのが、区長のお考えとし

て、昨今の物価高の中、苦しんでいる区民の方に

寄り添うという考えもあって上げていないという

ことが議事録の中にありまして、区長は区民に寄

り添っているのに区議会議員は２年連続で上げる、

この状況について、区民の皆さんがどのように考

えられると思いますか。 

○総務部長 区民の皆様もいろいろな考えがあるか

と思いますが、やはり区民の代表としてお仕事を

されているという点では、値上げに賛成される方、

あるいは厳しい状況だというところで値上げはど

うかと考えるような、いろいろな意見があるかと

存じます。 

○へんみ圭二委員 令和６年のこの議事録の中で、

もう１つあるのが、区民の年収については２３区

で何位なのですかというお話がありました。その

中で、区民の年収というのは２３区中２３位であ

るけれども、区議会議員の報酬というのは中位か

ら上位に入っているということについて違和感を

覚えるというような議論があったわけですけれど

も。 

  このあたりについて、例えば区民の経済状況と

議員報酬の水準の相対関係、これは区民との縦の

関係で考えられたりということはされているので

しょうか。 

○総務課長 区民との連動という点では、必ずしも

というところではございません。先ほど総務部長

からもありましたが、区議会議員の皆様の職責と

いう点などを加味しての考えでございます。 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑ございますか。 

○伊藤のぶゆき委員 私からも何点か。昨日かな、

総務部長謝ってましたけれども、この答申、ホー

ムページで探しても出てこなかったから。ごめん

なさい、声がちょっと、風邪を引いてるわけでは

ないのですけれども花粉症がひどくて声が枯れて

しまいまして。へんみ委員も今お話ししましたけ

れども、結局、何で今回議員報酬が上がるのかと、

議員報酬だけではないですけれども、それが明確

にならないと、何を審議して、反対か賛成かだけ

だと結構難しいと思うので、せっかく諮問して答

申が出ているわけですから、我々が給料を上げて

くれ上げてくれと言っているわけではないので、

まずそういうのを、しっかりとした準備はしてい

ただきたいなというのもあります。 

  また、改めて見ると、議員の監査報酬がほかの

自治体よりも比較的多くて、月額は２３区の平均

を大きく下回っているという話なのだけれども、

監査委員の監査はしないのかなとちょっと疑問に

思ってしまいましたけれども、私がやっていると

きも、★★働かされて給料が安かったのだなと、

見ちゃうと少し悲しい気持ちになりましたけれど

も。私はここの報酬に関しては、賛成・反対は皆

さんの考え方であると思うのであれですけれども、

ちょっと１点だけ確認をしておきたいのですけれ

ども。 

  議員報酬が上がりますとなったときに、賛成・

反対ありますよね。当然ですけれども反対される

方もいらっしゃると。そうしたときに、議員報酬

が上がっている分を、確認ですよ、受け取らない

ということはできるのですか。 

○区議会事務局長 寄附になってしまうので、でき

ません。 

○伊藤のぶゆき委員 ということは、これ、反対を

したところで、結局、賛成多数になれば、反対し

た議員の報酬も上がるということで間違いないで

すよね。 

○区議会事務局長 間違いございません。 

○伊藤のぶゆき委員 その際に、自分が反対をして

おいて報酬は上がっていると、私はどうしても受

け取りたくないと、私は反対をしてるから受け取
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りたくないといった場合に、その報酬を受け取ら

ないすべというのは、一体どういった種類がある

のですか。 

○区議会事務局長 多分いろいろな方法があるかも

しれませんけれども、口座にその分を入れておく

とか、多分まちまち、その方まちまちですけれど

も、別口座にその分を取っておく、そういう方法

はあるかなと思っております。 

○伊藤のぶゆき委員 ごめんなさい、議論がちょっ

とずれているかもしれないけれども、しっかり確

認しておきたいのは、報酬を上げる・上げないは、

物価高で今皆さんが苦しんでいるから報酬を上げ

るのはおかしいという話があるかもしれませんけ

れども、逆に報酬を上げないで、我々は別にボラ

ンティアなわけではないと思うのですけれども、

そうしたときに、積極的にしっかり報酬を上げて、

そのお金をどういうふうに使うかということもあ

るのですけれども、反対をして、しれっとその報

酬をもらっている方がもし議員としているのでし

たら、私はそちらの方が人間的にどうなのかなと

思ってしまうことがございます。別に反対する意

見は、そのとおりでいいのですけれども。 

  区民の皆さんは何か大きく勘違いをしていて、

我々が報酬を上げて、賛成をした人だけが上がっ

ているという声も我々聞きますので、これは公の

場でしっかり言っておきたいのは、報酬が上がっ

たときは議員全員の報酬が上がるわけですよ。も

ちろん反対された方で、私の隣にいる議員は、そ

の上がった分だけ他自治体に寄附したりとかとい

う、もちろんそれというのは私は筋が通っている

なと思うのですけれども。上がったのは反対をし

てるけれども、その使い道がどうなっているか分

からないということに関しては、私は区民の皆様

もしっかりとそういうのは分かっていただきたい

なと思うので、ちょっと発言をさせていただきま

した。 

  先ほど言ったように、区長、副区長の給料が上

がってなくて、区長の中で、もらっている中でや

っていきますという話なのですけれども、やっぱ

りこれに関しては、私、区長はトップですので、

少しそこら辺は副区長のこともあるのかもしれな

いけれども、別に給料が安いから仕事をしないと

いうことではないと思うのですよ。多分、区長の

仕事は区民の皆様に多く認められていると私は足

立区の中で思うので、そこをしっかり、逆に区長

も上げていって、これから物価高対策にしっかり

と寄与していくのだということをやらないと、議

員もそうですけれども、裕福でお金がある人だけ

が議員になっちゃったりとか、そういう役職に就

いちゃうようなイメージになってしまうので、し

っかりと。ビックマックも、世界の基準的にいう

と、今日かな、昨日かな、５００円になったので

すよ。二、三年前まで４００円だったので、普通

に考えれば２５％物価が上がっている。私、政務

調査費のこともちょっとここだけ話をしたいなと

思うのですけれども、紙代も上がってるし、いろ

いろなものが上がっている中、多分行く会費も上

がっていると。要するに、私たちだって当然出費

は増えているわけですから、私たちの議員報酬が

上がって好きに使えるお金が増えたというイメー

ジよりも、ほかに使わなくてはいけないお金もい

っぱい出てきていると思うので、これに関しては、

ここで話してるのは区民の皆様にもしっかり御理

解いただきたいなということでお話しをさせてい

ただきました。 

  何よりも、反対した人たちも、賛成となった場

合には給料は上がるということです。間違いない

ですね、最終的に。 

○区議会事務局長 伊藤委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 
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○伊藤のぶゆき委員 ありがとうございました。 

○土屋のりこ委員 今伊藤委員から、受け取らない

というふうなこともありましたけれども、預金に

入れるということと、法務局に供託するというこ

ともできて、私はそれをやってきているのですけ

れども、そういうやり方もあるので、受け取りた

くない議員の方は、やり方をお知らせします。言

ってください。 

  それで、第３２号議案で、私もなのですが、改

定額の算出方法、令和７年特別区人事委員会勧告

に基づきということなのですが、これ、民間に準

拠してというのですが、３．４％の改定というの

は大きいかなと思うのですけれども、毎年毎年３．

４％ときているわけではないかと思うのですが、

その基準に変化があったのでしょうか。 

○人事課長 土屋委員おっしゃるとおり、毎年毎年

★★％というわけではございませんで、前年度、

ごめんなさい、今手持ちでないのですけれども、

これは平成の前期の、久しぶりの上げ幅だという

ふうに認識しております。 

○土屋のりこ委員 それは、民間企業の規模が５０

人★★に変わったということなのでしょうか。 

○人事課長 それもあるかと思っております。 

○土屋のりこ委員 そうなると国の方もそういうこ

とで、より大企業に寄せてということになってき

ているのですが、そうなると、小さな規模の会社

はこの民間給与の中に含まれていないということ

になって、それによって給与水準がより大きな会

社、よりもうかっていると言えるかどうかあれで

すけれども、高くなっていると、上げ幅も大きく

なっているということかと受け取っています。 

  区内の零細企業、小さな民間というところが実

態から切り捨てられているという中で、職員の方

に関しては、大きな企業ですので、そういった大

企業に寄せていくということで理解はするのです

けれども、既にこれまでも質疑でありました高い

報酬である議員としては、それはいかがなものか

ということで思うのですが。 

  今回の議員報酬値上げの民間比較の根拠という

中に、一人親方や零細企業という小さな企業の給

与実態というのは含まれていないということで理

解してよろしいでしょうか。 

○総務課長 今回、人事委員会勧告を基に考えをし

ておりますので、そういった中小の規模が小さい

ところは恐らく含まれてないものと認識しており

ます。 

○渡辺ひであき委員長 よろしいですか。 

○岡安たかし委員 私も確認させてもらいたいので

すけれども、分かる範囲で。今の土屋委員の話に

ちょっと関連するのですが、この人事委員会勧告、

第３２号議案の、特に改定の算出方法で６ページ

の下に書いてある令和７年の特別区人事委員会勧

告に基づきと、この人事委員会勧告の算出方法、

事前に調べればよかったのですけれども、分かる

範囲で今教えていただければと思うのですが。 

  民間の、例えばですよ、資本金幾ら以上の何社

をベースに、何パーセント上がったからどうとか

こうとか、その辺が分かれば教えてください。 

○人事課長 令和７年４月につきましては、特別区

内の１，１６２の民間事業者を調査をして、調査

管理者が７０４事業者ということですので、７０

０事業者程度を参考にして算出してるという形に

なります。 

○岡安たかし委員 これは、さっき言った資本金だ

の従業員数だのという、何か条件があるのでしょ

うか。 

○人事課長 基本的に企業規模、従業員の人数で選

定してるという形になります。 

○岡安たかし委員 なので、どういう基準かを聞い

ています。何人以上の、回答があった７０４社で
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すか、というのが分かれば。 

○人事課長 １００人以上でございます。対象規模

の従業員の人数が１００人以上の企業というとこ

ろになります。 

○総務課長 今岡安委員のおっしゃった人数規模以

外のものというのは、特に勧告にも明確にはなっ

てないものがあります。恐らくは人数だけを基準

に考えているものと思われます。 

○岡安たかし委員 これが何年間の平均で３．４％

上がったということなのですか。令和７年、１年

間で上がった分ということでよろしいのでしょう

か。 

○人事課長 岡安委員おっしゃるとおりでございま

す。 

○渡辺ひであき委員長 よろしいですか。他に。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の意見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成です。 

○岡安たかし委員 国会議員の報酬がどうなのか、

また、都道府県会議員、都道府県会になると、東

京都と、では高知県、島根県はどうなのかと、こ

れはやっぱり全然、風土も環境も違う中での考え

方になる、２３区の中でといっても区でも違うわ

けですよ。山の手と江東６区というのはやっぱり

また違う、人口規模も違えば環境も違う。なかな

か難しいなと思うのですが。 

  先ほど言った人事委員会勧告が、民間ベースで

調べたときに３．４％上がっているというのを基

に審議会で答申が出されたというのは、これはこ

れでちゃんと受け止めていいのだろうなと私は思

っておりますし、我が会派としてはこれは賛成で

お願いします。 

○はたの昭彦委員 第３２号議案と第３６号議案に

ついては反対、それ以外については賛成というこ

とです。 

  第３２号議案の議員報酬については、先ほど述

べたように、物価高騰の中で区民生活が厳しい中、

足立区の議員の報酬というのは決して低い部分で

はないと。第３２号議案、皆さんがそういう状況

を鑑みて反対だと言えば、議員報酬の引上げを止

めることができるわけですから、それをもって、

しれっともらっているというようなことには当た

らないと思います。区民の生活を考えて、議員と

して意見を表明するというのは大事だというふう

に思います。 

  以上。 

○へんみ圭二委員 第３２号議案のみ反対でお願い

します。 

  私も議員報酬は永久に凍結すべきだということ

を言っているわけではありませんが、しかしなが

ら、先ほど質疑でも申し上げましたが、区民所得

とのバランスですとか、２年連続で改定すること

の必要性、それと、報酬を上げずに据置きを続け

ている区長との対比、それと遡及の合理性、これ

らについて区民の皆さんの納得というのが十分に

得られるものではないのではないかということか

ら、第３２号議案については反対をいたします。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 第３２号議案に関しては、やは

り区民の状況との格差がより開いてしまうのでは

ないかというふうにも思いますし、私個人として

も議員報酬は高過ぎると、半分ということを掲げ

ていますので、第３２号議案には反対します。 

  それ以外はマルで。 

○渡辺ひであき委員長 それでは、次に採決いたし

ます。この採決は３回に分けて行います。 

  まず、第１２号議案、第３３号議案、第３４号

議案、第３５号議案、本案は原案のとおり可決す

べきものとすることに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、本案は

原案のとおり可決すべきものとすることに決定を

いたしました。 

  続きまして、第３２号議案を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○渡辺ひであき委員長 挙手多数であります。よっ

て、本案は原案のとおり可決すべきものとするこ

とに決定をいたしました。 

  続きまして、第３６号議案を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○渡辺ひであき委員長 挙手多数であります。よっ

て、本案は原案のとおり可決すべきものとするこ

とに決定をいたしました。 

  次に、第１３号議案 足立区事務手数料条例の

一部を改正する条例を単独議題といたします。 

  それでは執行機関の説明を求めます。 

○足立保健所長 衛生部、都市建設部の議案説明資

料２ページをお開きください。 

  第１３号議案について御説明いたします。 

  項番２、改正内容を御覧ください。引用してい

る「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律」の一部改正に伴い、項

ずれが生じたことにより、足立区事務手数料条例

の一部を改正するものでございます。 

  手数料の額に変更はございません。 

  ３ページ目は新旧対照表の案になります。 

  私からは以上となります。 

○建築室長 ４ページをお願いいたします。 

  同じく、事務手数料条例の一部を改正する条例

でございます。 

  マンションの建て替え法の一部を改正する法律

が令和８年４月１日に施行されることに伴いまし

て、本条例の一部を改正するものでございます。 

  改正概要につきましては、マンション建て替え

法の名称が再生法に改められるとともに、マンシ

ョン等の管理及び再生の円滑化等を図ることを目

的に必要な規定の整備が行われまして、当該法律

に条ずれが生じております。このため、本条例の

別表第５の１１２項につきまして、引用する法律

の条項を修正いたします。 

  併せまして、要除却認定マンションの建て替え

や更新を誘導するため、これまでは容積率の特例

許可が定められておりましたが、今回これに加え

て各部分の高さの特例許可が追加されております

ので、同項の記述を修正いたします。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成でお願いします。 

○岡安たかし委員 賛成です。 

○はたの昭彦委員 賛成です。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○渡辺ひであき委員長 これより採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、本案は

原案のとおり可決すべきものとすることに決定を

いたしました。 

  次に、第１４号議案 足立区いじめ等特別調査

委員会設置条例を廃止する条例を単独議題といた
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します。また、報告事項、（６）足立区いじめ等

特別調査委員会答申についてが本議案と関連して

おりますので、併せて執行機関より説明を求めま

す。 

○総務部長 総務部の資料の３ページをお開きくだ

さい。 

  第１４号議案でございます。こちらは、足立区

いじめ等特別調査委員会設置条例を廃止する条例

でございます。 

  これにつきましては、特定の案件につきまして、

特別な調査をするために設置した条例でございま

す。今般１１月に答申が出されましたので、その

目的を果たしたということで本条例を廃止するも

のでございます。 

  この関連で、内容につきまして、総務委員会の

報告資料として今回提出をしているところでござ

います。 

  総務部の報告資料の２ページをお開きください。

具体的なこの案件についての御報告となります。 

  まず、答申の要旨について御説明いたします。 

  いじめの存否、それから、教職員による不適切

な行動の存否、これらについての有無が示されま

した。いじめを見いだすことはできなかった、そ

れから、教育的配慮の点で不十分なところがあっ

たというものが示されておりますが、そこが徹底

したいじめと死の関係というところで因果関係を

見いだすことというのは非常に難しい状況でござ

いました。具体的には、自死といじめの因果関係

というところに書かれておりますけれども、教職

員の指導が本件生徒の自死の原因になったことを

示し、あるいはそのことを推認させる証言や資料

は見いだされなかった。また、本件生徒が自死に

至るまでの心理的な機序にいかなる影響を与えた

かについても明らかにすることはできなかったと

いうことで、非常にもやもやした感じもございま

すけれども、見いだすことが難しかったというの

が本件の結論でございます。 

  このプロセス、それから結論のことを踏まえま

して、事案への対処、教育委員会、それから、足

立区いじめ等特別調査委員会区長部局での調査に

ついては、十分ではなかったというような結論を

いただいておりますので、これについて、教育委

員会あるいは区長部局でも、いじめに対しての対

応策というのを今後また考えていかねばならない

という状況となっております。 

  私からの説明は以上でございます。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成でお願いします。 

○岡安たかし委員 賛成です。 

○はたの昭彦委員 賛成です。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○渡辺ひであき委員長 これより採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、本案は

原案のとおり可決すべきものとすることに決定を

いたしました。 

  次に、第３７号議案 足立区職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例を単独議題といたし

ます。 

  それでは執行機関の説明を求めます。 

○総務部長 総務部の議案説明資料の３８ページを

お開きください。 

  第３７号議案でございます。こちらにつきまし
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ては、管理職の職務、職責を重視した給与体系の

実現と早期昇格の処遇改善を図るための職員の給

与改定でございます。 

  具体的には、主な内容のところを御覧ください。

５級である課長級、６級である部長級の給与の改

定となります。いずれも初号近辺の号俸をカット

しまして、給料月額を引き上げるというような内

容でございます。特に６号の部長級につきまして

は、これまで細かく号給が分かれておりましたけ

れども、これを★★にぎゅっと短縮するような、

大くくりするような形になりましての改定となっ

ております。 

  施行につきましては、令和８年４月１日となっ

ております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成です。 

○岡安たかし委員 賛成です。 

○はたの昭彦委員 賛成です。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○渡辺ひであき委員長 それでは、これより採決を

いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、本案は

可決すべきものとすることに決定をいたしました。 

  次に、第３８号議案 足立区こども計画審議会

条例を廃止する条例を単独議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○あだち未来創造室長 恐れ入ります、政策経営部

議案説明資料の１５ページをお開きください。 

  第３８号議案でございます。足立区こども計画

審議会条例を廃止する条例でございます。 

  廃止理由といたしましては、足立区こども計画

を策定するために令和６年８月から審議会で御議

論いただきましたけれども、令和７年９月に答申

が提出され審議会の設置目的が達成されたため、

同条例を廃止するものでございます。 

  施行年月日は令和８年４月１日。 

  今後でございますが、足立区こども計画審議会

条例施行規則を廃止させていただきます。 

  １６ページをお開きください。 

  併せて、足立区附属機関の構成員の報酬及び費

用弁償に関する条例の中に、こども計画審議会の

委員の日額の報酬が記載されておりますので、削

除させていただくものでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成です。 

○岡安たかし委員 賛成です。 

○はたの昭彦委員 賛成です。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○渡辺ひであき委員長 それでは、これより採決を

いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、本案は

原案のとおり可決すべきものとすることに決定を
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いたしました。 

  次に、第３９号議案 本庁舎北館大規模改修工

事第２期請負契約、第４０号議案 本庁舎北館大

規模改修電気設備工事第２期請負契約、第４１号

議案 本庁舎北館大規模改修機械設備工事第２期

請負契約、以上３議案を一括議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○総務部長 総務部の資料にお戻りください。８９

ページになります。 

  第３９号議案でございます。北館の改修の第２

期工事請負契約でございます。 

  契約の相手方は、白谷建設株式会社でございま

す。 

  契約金額は８億４，７００万円。 

  工事の内容でございますが、６番のところを御

覧ください、内装改修工事ほか記載の内容となっ

ております。 

  次に、９１ページをお開きください。 

  第４０号議案でございます。こちらは、同施設

の電気設備工事第２期請負契約でございます。 

  こちらの契約の相手方は、幸信電気株式会社。 

  契約金額は４億１，６９０万円でございます。 

  工事の内容は、照明のＬＥＤ化ほか記載のとお

りでございます。 

  次に、９３ページ、第４１号議案でございます。

同じく、機械設備工事第２期請負契約でございま

す。 

  契約の相手方は、やんま株式会社でございます。 

  金額は４億９，１５９万円でございます。 

  工事の内容でございますが、空調設備改修工事

等記載のとおりでございます。 

  なお、この案件につきましては、低入札価格調

査の対象案件となってございましたが、問題がな

いことを確認しております。 

  私から以上でございます。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

○はたの昭彦委員 それぞれ北館の第２期工事とい

うことなのですが、今工事をやってる業者と全部

同じ業者という理解でよろしいでしょうか。 

○契約課長 はたの委員おっしゃるとおりで、１期

工事と２期工事、結果的に同じ業者となってござ

います。 

○はたの昭彦委員 それで、白谷建設の工事内容に

外構工事や２階のペデストリアンデッキという、

恐らく２階から、道路を挟んで向こう側の歩道橋

みたいなことで、歩いていても大分傷んでいるな

というようなことは思っていたのですけれども。 

  実際に改修工事をやるとなると、通行止めか何

かしないと工事ができないような、普通、歩道橋

はそういうふうにしてるのですけれども、そうい

う工事内容でしょうか。 

○中部地区建設課長 はたの委員御発言のとおりで、

一時的に通行止めにさせていただく必要があるか

と。 

○はたの昭彦委員 すみません、大変★★になると

思うのですけれども、具体的にはどれぐらいの期

間、通行止めになるのですか。大体でいいですけ

れども。 

○中部地区建設課長 まだ業者と直接打合せしてお

りませんのでちょっと何とも言えませんけれども、

感覚的には１か月ぐらい掛かるのかなという認識

でございます。 

○はたの昭彦委員 何年か前の予算書か何か見たと

きに、バリアフリー化ということでエレベーター

を反対側に付けるような検討もされているという

ような話がされていたのですが、それについての

今後の見通しというのはどうなのでしょうか。 

○施設営繕部長 将来的な話と認識しております。

また向こうの別庁舎の建て替えの時期ですとか、

今すぐにというとなかなかやはりいろいろな、国
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道の関係ですとか交通量の関係でできないので、

バリアフリーのことは今後しっかりと考えていく、

その時期にやっていければなという段階で、まだ

具体的にいつやろうというところまではいってご

ざいません。 

○はたの昭彦委員 分かりました。 

○渡辺ひであき委員長 何かほかに質疑ございます

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成です。 

○岡安たかし委員 賛成ですけれども、工期は契約

締結の翌営業日からということで、ただ、業者も

ある程度工期というのは事前に示して、それに対

しての入札だったと思うのですが、そこがずれれ

ば、大変に業者の方も、できないというか無理が

ある工事になってしまいますので、当初の予定ど

おりでしっかり進めていただきたいということを

要望して、賛成でお願いします。 

○はたの昭彦委員 賛成です。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○渡辺ひであき委員長 これより採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、原案の

とおり可決すべきものとすることに決定をいたし

ました。 

  次に、第４２号議案 庁舎ホール床機構制御シ

ステムの更新について、第４３号議案 遮熱レー

スカーテンの購入について、第４４号議案 災害

用備蓄包括管理事業について、以上３議案を一括

議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○総務部長 同じ資料の９６ページをお開きくださ

い。 

  第４２号議案でございます。庁舎ホール床機構

制御システムの更新でございますが、三菱重工機

械システム株式会社が契約の相手先となります。 

  金額は２億４，７５０万円でございます。 

  特別な技術が必要な、この会社でないとできな

いお仕事ということで、特命随意契約となってご

ざいます。 

  契約の内容は、８番にございますが、庁舎ホー

ルの床機構制御システムの更新ということで、部

品等の更新その他となってございます。 

  次に、97 ページ、第４３号議案でございます。

遮熱レースカーテンの購入でございます。 

  こちらは、契約の相手方は、むつみ室内装飾店、

金額が６，９３０万円でございます。 

  こちら契約の内容でございますが、遮熱カーテ

ンを学校の暑さ対策のために導入するというもの

でございます。 

  次に、９８ページになります。 

  第４４号議案でございます。こちらは、災害用

の備蓄包括管理事業でございます。 

  契約の相手方は、災害用備蓄包括管理事業共同

企業体でございます。 

  金額は６億５，４８７万円余となってございま

す。 

  こちらは、今年度の契約に引き続き特命随意契

約で行うというものでございます。 

  内容としましては、備蓄の倉庫管理あるいは在

庫の管理システム等を一括して委託して行ってい

ただくというものになってございます。 

  私の説明は以上でございます。御審議よろしく

お願いいたします。 
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○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

○太田せいいち委員 私は、説明いただいた内容の

うち遮熱レースカーテンの購入についてだけ、ち

ょっと確認をさせていただきたいと思います。 

  こちらは指名競争入札ということで、落札率９

９．２％で、入札７社で、うち予定価格超過６社

ということになっております。事前に御説明いた

だいた資料で、これに直接は関連しないのですけ

れども、各区の落札率が低い主な契約案件につい

て契約課長から御説明いただいて、予定価格から

大分差がある、落札率との差が大きい例としてカ

ーテンの購入が挙げられていたかと思います。 

  本件は、ほぼ１００％に近いところで落札され

ているのですけれども、今回のこの入札案件で何

か特別な事情があったのかどうかちょっと確認を

させていただければと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○契約課長 委員の議員方に事前に他区の状況など

も資料としてお渡ししておりますが、本案件につ

いては特にこれといって何か特別な事情があった

というふうには認識してございません。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。ちょ

っとその辺が、カーテンは特に落札価格、見積り

が難しいという説明を受けていたので、今回これ

だけを見ると難しくなかったというか、むしろぎ

りぎりの線を設定できているように思えるので、

その辺の、そちらの説明とこちらの結果とがちょ

っと整合性が付かなかったので、果たして本当に

カーテンが難しいのかどうなのかも含めて一度検

証していただくといいかなというふうに思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

○契約課長 ほかの区では、カーテンの場合、実際

聞いてみますと、例えば予算取りとか事前の下見

積りを取るときには、なかなか本入札のときと乖

離が出るという状況があるというのは聞いており

ますけれども、そういった状況もあるという一例

でございまして、今回の場合は業者もある程度き

ちんと仕様の内容を確認して、落札率もかなり高

い率でございますけれども、適切に入札ができた

というふうには考えてございます。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。今の

御説明を受けて、カーテンだから予定価格の決め

方が難しいという理解はあまりしない方がいいと

いうふうに受け止めました。 

  なので、今後、予定価格を決める上で難しいも

のもあるのでしょうけれども、どういったところ

を見極めるべきかというところは、今回のこれは

置いておいて、引き続きしっかりそこは検証し続

けていただくということを要望させていただいて、

質問を終わりたいと思います。 

○渡辺ひであき委員長 他に。 

○伊藤のぶゆき委員 すみません、ちょっと気にな

ったので確認だけさせてください。庁舎ホールの

床機構制御システムというのは、基本的に特命随

意契約というのはここしかできないから特命随意

でやっていると思うのですけれども、これが外れ

るということは、要は大規模改修しても全体的に

変えない限りは、この床機構をやるのはずっとこ

こだということで、まず第一前提としていいです

よね。 

○施設営繕部長 御発言のとおりでございます。 

○伊藤のぶゆき委員 その中で、多分そうなると見

積りも、言われた金額なのでしょうけれども、細

かい話をします、この予定価格の後に（事後公表）

と付いているのが、何でこれ事後公表と付いてい

るのだろう。 

○契約課長 随意契約ではございますけれども、予

定価格等については契約の後に事後に公表するも

のでございますので、事後公表というものでござ

います。 
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○伊藤のぶゆき委員 基本的には三菱重工機械シス

テム株式会社から出された金額でオーケーなのだ

よね、基本的には向こうの。 

○契約課長 すみません、まず下見積りなどを所管

課で取って、実際に随意契約する際には、特命随

意契約であっても改めて本見積りを出していただ

いてます。なので、実際は予定価格と金額が変わ

る場合もございますので、そういったことから、

今回については同額ではございますけれども、予

定価格については事後公表とさせていただいてい

るものでございます。 

○伊藤のぶゆき委員 分かりました。分かったよう

な、分からないような……。 

○岡安たかし委員 随意契約の契約の手続、推移に

ついては、あまり追ってもしようがないので。 

  ただ、今伊藤委員から言われたとおり特命随意

契約が続くわけですから、更新がどれぐらいの頻

度で、例えばですけれども１０年ごとだったら、

三菱は必ず１０年後にはうちだということである

程度算段が付いちゃうのですけれども、どれぐら

いの頻度なのですか、これ。 

○庁舎管理課長 様々な部品や項目がございますが、

★★の目安というのが大体１０年とか７年とかい

ろいろと時期がございます。 

  今回は、それらを一括してやるということです

が、本庁舎が建てられた約３０年前からずっとそ

のままだったということで、大切に維持してきた

ものでございます。それらを今回一気に交換する

というものでございます。 

○岡安たかし委員 あまり細かいことを言ってもあ

れなのですけれども、更新のタイミングは、やは

り三菱の、業者の意見というのが大きいのですか。 

○庁舎管理課長 もともと設置した事業者でもござ

いますし、今まで３０年間不備なく過ごしてきた

ということもございまして、この業者においては

問題がないかというふうに考えております。 

○岡安たかし委員 いや、ですから変な話。いいや、

あまり言ってもね。だけれども、業者の方である

程度、更新時期をコントロールできちゃうのでは

ないかという、うがった見方をすればですよ、と

いう危惧はするのです。 

  もちろん不調が起これば、それは当然修理に来

てもらって、これはもう修理では駄目ですよとな

れば更新だねとなるのでしょうけれども、不調が

起きるタイミングさえもできちゃうのかなという、

そこまで考えるのはちょっと、あまりにもひどい

話かなとも思うのですが、でも、随意契約だから

こそそこまでできちゃうのではないかなという危

惧があるので、ここは業者としっかり、随意契約

なのだから頼むよということと、あとは、やっぱ

り値引き交渉はやってもらいたいなと、しっかり。

恐らくあまりやってないと思うのですよ。これぐ

らい掛かると言われたら、しようがないですねで

終わっちゃうと思うので、しっかり値引き交渉も

していただいて、次回は少し、１割ぐらい下げる

とか何かお願いしますよというような交渉をしっ

かりやってもらいたいなと思いますので。これは

要望です。 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 私から１点だけ、第４４号

議案 災害用備蓄包括管理事業について、一番最

後の、１００ページに購入品目の一覧表がござい

ますけれども、これ、単価を入れれば区民の皆さ

んにもっと説明がしやすいというふうに思います

が、いかがですか。 

○防災戦略課長 こちら単価につきましては、積算

する上で単価１つ１つ決めておりますので、こち

ら記載できるかどうか検討させていただければと

思います。 
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○渡辺ひであき委員長 よろしくお願いいたしす。 

  それでは、次に各会派の意見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成でお願いします。 

○岡安たかし委員 賛成です。 

○はたの昭彦委員 賛成です。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○渡辺ひであき委員長 これより採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 次に、請願・陳情の審査に

移ります。 

  ５受理番号１８ 日本政府に核兵器禁止条約に

署名・批准を求める意見書の提出を求める請願を

単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化ございますか。 

○総務課長 特に変化はございません。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 それでは、次に各会派の意

見をお願いします。 

○伊藤のぶゆき委員 継続でお願いします。 

○岡安たかし委員 継続でお願いします。 

○はたの昭彦委員 引き続き採択でお願いします。 

○へんみ圭二委員 継続です。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 採択でお願いします。 

○渡辺ひであき委員長 それでは、これより採決い

たします。 

  本請願は、継続審査とすることに賛成の方の挙

手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○渡辺ひであき委員長 挙手多数であります。よっ

て、本請願は継続審査とすることに決定をいたし

ました。 

  次に、５受理番号２６ 希望する自治体が職員

の定年を６５歳から７０歳まで引き上げることが

できる制度を導入するよう国に意見書の提出を求

める陳情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はございますか。 

○人事課長 特に大きな変化はございません。 

○渡辺ひであき委員長 それでは、質疑何かござい

ますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の意見を願います。 

○伊藤のぶゆき委員 継続でお願いします。 

○岡安たかし委員 継続でお願いします。 

○はたの昭彦委員 継続でお願いします。 

○へんみ圭二委員 継続です。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 継続でお願いします。 

○渡辺ひであき委員長 では、これより採決いたし

ます。 

  本陳情は、継続審査とすることに御異議ござい

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、本陳情
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は継続審査とすることに決定をいたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 次に、所管事務の調査を議

題といたします。 

  ＤＸ推進に関する調査についてを単独議題とい

たします。 

  何か質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 次に、報告事項を議題とい

たします。 

  初めに、東京女子医大関係者から区長等への接

待・会食・金品授受などに関する公益監察員によ

る調査結果についての質疑を行います。 

  それでは、総務部長から説明を求めます。 

○総務部長 総務委員会報告資料の総務部の分の９

ページをお開きください。 

  東京女子医大関係者から区長等への接待・会食・

金品授受などに関する公益監察員による調査結果

について、御報告を申し上げます。 

  調査の経緯でございますが、令和７年３月、１

年前の予算特別委員会におきまして、東京女子医

大関係者から区長をはじめとする幹部職員を含む

区職員への接待や会食、金品授受などはなかった

かというやり取りがございまして、これを受けて

調査を行ったものでございます。 

  調査につきましては、公益監察員に調査をお願

いするという形を取りまして、令和元年から公益

監察員を務めている金子弁護士に調査を委託する

ことといたしました。補助員が付いての３名の調

査となっております。 

  調査の若干の経緯をお話しさせていただきます。 

  ３番になりますけれども、平成２６年から現在

までの間に誘致及び補助金交付の事務を担当して

いた政策経営部等の職員、★★並びに足立区の補

助金の交付審査会の委員をされていた方、９７名

に対してアンケート調査を行いました。また、そ

れ以前に資料の御提供などもしておりまして、そ

れらを踏まえて、関与した職員１０名及び区長に

対するヒアリングを実施したというのが調査の概

要でございます。 

  調査の結果でございます。 

  調査の結果につきましては、区側の病院誘致の

意向と東京女子医大側の移転の必要性とが一致し

た結果として実現したものであって、補助金の内

容を含む用地条件の策定や補助金の交付手続につ

いては、区議会の皆様の御賛同を得るとともに議

会の承認及び区職員以外も関与する審査会での手

続を経ており、これらの過程において客観的に不

正を認めるべき事実は確認されなかったというも

のでございます。 

  また、会食につきましては、会費制であり、収

賄罪における賄賂も存在しない。また、社会通念

上許容される飲食の提供を受けることは賄賂に該

当しないという内容を頂いております。 

  次に、物品の授受でございますが、これはいず

れも区長、副区長に対するものであって、部長以

下の職員に対するものではない。これらの物品の

享受は収賄罪が成立するものではなく、利害関係

者等との接触に関する指針を区は定めております

が、その内容にも抵触するものではないという結

果を頂いております。 
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  また、次のページ、記念式典における会食、物

品の授受につきましては、令和３年１１月に病院

等の竣工記念式典に参加した部長級職員の中に、

式典において弁当の提供等を受けた者がいたとい

うことでございますが、令和３年４月から新たに

接触に関する指針を改定しておりましたので、そ

こで表現された申請書を提出して承認を得るべき

というところには合致していないものがございま

したが、事実上は区長や副区長も参加しており、

上司による事実上の承認があったと言えるという

内容でございました。書面での手続が行われてい

ないことについては、是正するべきものとして御

意見をいただいているところでございます。 

  私からの説明は以上でございます。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

○太田せいいち委員 るる報告いただきました。ま

た、報告書も拝見させていただきました。まずは、

全体の確認をさせていただきたいというふうに思

います。 

  今回の調査報告書の性格ですが、基本的には法

律上の適法性、収賄罪等の検証が目的というふう

に理解してますが、まず、その理解でよろしいで

しょうか。 

○コンプライアンス推進担当課長 コンプライアン

ス推進担当課長を兼務しておりますので、お答え

させていただきます。 

  法律上の問題と、それから、利害関係者等との

接触の指針、こちらとの適合性、そちらを判断し

ているものでございます。 

○太田せいいち委員 今の御説明では、法律上の適

法性と、それから、区の様々な基準等に照らして

適正であったかどうかの検証を行ったというふう

に理解しました。 

  その上で、今回、調査の対象が区長以下の職員

ということになっていますが、恐らく報告書を見

る限り、病院側の方ですとか、若しくは一定の決

定に関わった議員等は調査の対象になっていない

かというふうに思うのですけれども、こういった

場合の調査として、こういったやり方は一般的な

のかどうなのか、まずそこを確認させていただけ

ればと思います。 

○コンプライアンス推進担当課長 調査の対象者等

につきましては、公益監察員が様々な資料、調査

の上、独立して判断したということで、今回のテ

ーマである区長等に対する会食、物品の授受等が

あったかということについて、この調査の内容で

明らかにできるというふうに判断したものと考え

られます。 

○太田せいいち委員 今回の調査の目的に照らして、

調査の対象は監察員の方が絞られたということだ

というふうに思います。 

  また、外見的に今回の事象を検証するという意

味で、今回の件に関して内部通報若しくは外部通

報等、該当するものがあったのかなかったのか、

その事実関係を確認させてください。 

○コンプライアンス推進担当課長 今回は、議会等

で御質問をいただき、そういった疑惑がなかった

のかどうか、それについての調査を、公益監察員

が内部情報の要綱に基づいて調査を行うというこ

とですので、具体的な通報があってということで

はなくて、こういったテーマについて調査を行う

ということで、調査の手法として公益監察員が内

部通報要綱に基づいて調査を行ったということで

ございます。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。では、

内部通報、外部通報はなかったという状況の中で、

手続としてはそれに準じた形で外部機関として検

証を行っていただいたというふうに理解をしてい

ます。 

  報告書も見ましたので、基本的にはそういう違



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３１  

 

法性のあるもの、若しくは、現在区が持っている

基準に照らして明らかな不正というものはなかっ

たというか、手続上の瑕疵は認められるものの明

らかな不正はなかったという結論かというふうに

思います。それはそれで理解はしております。 

  その上で、本日も様々な報道も出ています。高

市首相のお祝いのニュースとかもあります。これ

は今ホットな話題ですけれども、ここ数年、政治

とお金の問題の様々な報道が出てきたことは皆さ

ん御承知のとおりかというふうに思います。そう

いった中で、まず最初にそういった事案が出たと

きにニュースとかテレビで検証されるのは、そこ

に違法性があったかどうなのかというところだと

思います。多くのケースで違法性はなかったとい

うふうに説明がなされるのですけれども、それで

も依然としてニュースで取り上げられる、ニュー

スバリューがある、どこにニュースバリューがあ

るのかというふうに考えたときには、政治家です

とか、また行政に携わる我々、私たちの中に求め

られるものとして、違法かどうか、そこを超えた

ところの、いわゆるモラルというか倫理の面があ

るのではないかなというふうに思っております。 

  その意味で、今回、市民目線で見たときに疑い

を生じるようなことは、特に厳しく我々は律して

いく立場にあるのではないかなというふうに思い

ます。報告書にも幾つかありますが、線引きは難

しいのですけれども、お酒の授受ですとか、物品

を受け取ったという事実はあったように思います。

そういったときに我々に特に求められるのは、特

に厳しく自らを律するという姿勢が求められてい

るのではないかなというふうに思っています。 

  ちょっと前置きが長くなりましたけれども、質

問に移ります。 

  特に違法性はないけれどもモラルが問われると

いった事象があった場合に、こういった行動基準

とかマニュアルとかあるかもしれないのですけれ

ども、そういった具体的な線引きが難しいものの

中で、果たして行政が区民の信頼を確保するため

にどうやって対応というか対応力を高めるか、そ

ういった区民の疑義が生じない行政を行っていく、

担保する上で、どういった取組ができるのか、今

後の決意も含めてお伺いしたいと思うのですが、

いかがでしょうか。 

○区長 おっしゃるとおり、今、政治とお金の問題

で、違法性以上にモラルが問われる、太田議員お

っしゃるとおりだと思っております。今回、私自

身、逮捕された理事長の当時就任祝賀会がホテル

でありまして、会費３万円、これは自費で払い、

そしてお祝いのお花１万１，０００円ですか、で

すから４万円少々お払いして出席いたしましたけ

れども、その後にお花も頂き、また、最後まで出

席していただいて本当にありがたかったと、お礼

ですということでスカーフを頂きました。そのと

きに、自分の中で大体とんとんかなという判断が

あったことは事実です。ただ、そこで、おっしゃ

るとおりモラルということを考えたときには、更

に厳しく自分を律していくという姿勢が必要だと

思っております。 

  これまで、例えば庁用車も使わずに、自分で基

本的に私用車を用意して公務と政務を開けてきた

というような姿勢で臨んでまいりましただけに、

自分としても、この点については律するところが

甘かったなと言わざるを得ないと反省してるとこ

ろでございます。私自身が更に厳しい姿勢で臨む

ことで、職員に対してもそういう姿勢を見せてい

かなければならないと思っております。特に、職

員の場合には規則がございますけれども、私には

それがございませんので、区民の皆様方の信頼を

区政に★★いくためにも、更に厳しい姿勢で今後

臨んでいきたいと考えております。 
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  委員の皆様方には、この問題でお時間を頂くこ

とになってしまいまして、大変申し訳ないと思っ

ております。 

○太田せいいち委員 最後にしたいと思います。こ

れは、今区長から深い決意のお言葉もありました

が、議員自身もしっかりと律していかなければい

けない問題だと思っております。また、行政の立

場としましては、どうやって職員の皆さんにしっ

かり常に意識を高く持っていただくかという、た

ゆまぬ取組が必要かなというふうに考えておりま

すので、そこをしっかり今後やっていただくとい

うことを要望させていただいて、私の質問を終わ

りたいと思います。 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑ございますか。 

○はたの昭彦委員 今太田委員の方からいろいろあ

って、私たち自身も、しっかりとモラルとか、律

しなくてはいけないというふうに思ったのですが、

今回の東京女子医大の誘致については、私が思っ

たのは、一般的に区が仕事を発注する、受けると

いうのとはまた別の観点で、足立区としてこの大

学病院に来ていただきたいという、そういう要望

があったということで、お互いの、どうやったら

誘致できるのかということで話合いが進んでいっ

たと思うのです。だから、報告書の中で、会費制

で懇談会、会食ということで言えば、ざっくばら

んな場で相手の腹を探るみたいな話も一定必要だ

ったのではないのかなというふうには思うのです。 

  ただ、区民から見たときにどうなのかな、ここ

に会費制とあるので、そういう意味では区民から

見てどうなのかということがやっぱり大事だと思

うのです。先ほど区長が言ったように、物を受け

取るというときの判断というか、私たちも何かお

祝いしてお返しがあると、とんとんだなというの

がやっぱりあるわけですけれども、それは私的な

関係と公的な関係での話とはやっぱり違う話なの

で、そこは気持ちを新たにして、律していかなく

てはいけないなというふうに思います。 

  法的な件に関しては、報告書をずっと読んでみ

まして、法的には問題ないのだなと思うのだけれ

ども、先ほども言ったように、物の授受ですとか

そういうことについては、改めて、区民から見て

疑問を持たれないような対応が今後必要だと思い

ますけれども、改めてどうでしょうか。 

○区長 おっしゃるとおり、甘いところがあったと

考えておりますので、今まで以上に律していくと

いう姿勢で臨んでまいります。 

○渡辺ひであき委員長 よろしいですか。 

○岡安たかし委員 私も何点か。この今回の調査、

そして報告は、昨年、令和７年第１回定例会での、

ある議員の本会議質問、その後の予算特別委員会

での質疑が基になっていると理解しております。

そのあたりのやり取りを全部調べまして、私なり

に３つの論点があるのだろうなと整理しました。 

  最初に、１つ目が、今更ながらの８５億円の施

設整備等補助金プラス、土地の２０年間無償貸与、

これの妥当性がどうだったのかというのが１点。 

  ２つ目が、接待、会食、品物等の授受、これが

補助金に影響を及ぼす賄賂性や不正があったのか、

これが点２目です。 

  ３点目が、接待、会食、品物等の授受そのもの

の倫理上の、太田委員が言った健全性、必要性、

モラルがどうだったのかと。この３つで私整理し

ました。 

  報告書を見る限り、補助金の妥当性に関しては、

議連をつくり、委員会や議会で議員も賛成してき

た経緯もありますし、るる、そこに至るまでの説

明も聞き、理解しての賛成ということで、報告書

にもあるとおり、これはもう今更ながらの話、こ

れを持ち上げるのはおかしいのではないかと思っ

ています。 
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  ２つ目、接待、会食、品物の授受等が補助金に

影響を及ぼしたのか。これも、この報告書を見る

限り、ないと理解するしかないなと。報告書以上

のものが出ない限りですよ、これ以上のものを出

すには警察が入り込むしかないのだろうなと思っ

ています。 

  最後に残ったのが、太田委員やはたの委員が言

われた、そういった会食とか品物を受け取ったも

のの倫理上の健全性というか、必要性とか、判断

がどうだったのか、区民から見てどうだったのか

というところになると思うのですが。この報告書

では、いっぱい表現が出てきますけれども、「許

容される範囲」という表現がされているのです、

なので問題なしと。 

  幾つか質問したいのですが、この報告書の６ペ

ージから１０ページあたりまで、旧指針・新指針

が出ていますけれども、旧指針ではあったのに新

指針ではなくなったものが、「打合せ等の業務が

終了した後に場所を変えて会食する等の場合は職

務上の必要性は認められない」★★なのです。こ

れに関しては、旧指針は認められないとしていた

のに、新指針ではそこは削除されたというのが、

２０ページの（ア）のところに書いてありますけ

れども、これは公益監察員に聞くのが一番ですが、

説明を受けた範囲で、この指針をつくっているの

は区側ですから、この点はどうして削除したのか

教えてください。 

○コンプライアンス推進担当課長 実はこの新指針

は、令和元年に教育委員会の職員が建築会社の役

員との間で贈収賄事件を起こしたということを受

けて、コンプライアンス推進担当課と人事課の方

で見直しを行って、そして令和３年に新たな規定

としたものでございます。 

  その中で新しい部分としては、上司の承認を得

る手続が決まっていなかったので、書面で手続を

取ると、そういうことを決めて厳しくしたところ

でございます。また、区長・副区長については、

★★で行動指針、それから原則を新たに定めまし

た。 

  そういった厳格化を行った一方、実際、会議の

後の、公式の会議などで意見交換ということとい

うのは、先ほどはたの委員からもありましたが、

実際に意見交換をするということは、いろいろな

場面で必要性があったということで、他の自治体

ではそこを規制しているところというのはほとん

どないものですから、厳しくはする一方で、必要

な部分は使いやすくすると、そういう観点で、そ

の部分については削除したというふうに認識して

るところです。 

○岡安たかし委員 私も旧指針の方がおかしいのだ

ろうなというぐらいに、令和３年までこういうふ

うになっていたというのがちょっと不思議だなと

思うぐらいなのです。一切認めないというのはど

うなのかなという。 

  ただ、上司の判断、また上司たる最終的には区

長に関しては、この新指針のところでも、１０ペ

ージの上の段の９のところです、区長、副区長、

教育長の倫理原則、行動基準に関しては、（１）

は、３行書いてありますけれども簡単に言うと、

廉潔性を保持しなければならないと。（２）は区

民の疑惑を招くような行為をしてはならない。そ

れで、区長や副区長、教育長は、その文言、規定

に沿って、また御自分の倫理感に沿って判断をす

る。部下からの手続もその範疇の中での判断なの

かなと思いますと、相当な御自分の倫理感、また

本当に、廉潔性とここに書いてある、を持ってな

いと。近藤区長に関しては本当にそういうところ

はしっかりされていると私は理解してます。ただ、

今後、そういうところが甘い区長が出てくる可能

性もなきにしもあらずだなと思っているのです。 
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  この辺は区長独自の判断というのがかなり恣意

的に入ってきちゃうような書き方だなと思っちゃ

うのですけれども。ここをもうちょっと分かりや

すく、また区民も納得がいくような、そういう改

定をするというのはどうなのかなと思って。この

辺の御意見はどうでしょうか。 

○コンプライアンス推進担当課長 この９番の、区

長、副区長及び教育長の倫理原則及び行動基準は、

参考にしましたのは、現在の大臣、副大臣、政務

官の基準、こちらを参考に作成したというところ

でございます。経緯はそういったことでございま

す。 

○岡安たかし委員 ごめんなさい、あと２点だけに

します。 

  これは所管の皆さんに聞くというよりは監察員

に聞かなくてはいけないのですが、もし分かって

いれば、２１ページのイの会食の（ア）のところ

に、下の段、「また、本件において提供された弁

当類の金額は不明であるが」と書いてあるのです

けれども、これを分からないのかなと思うのです

けれども、この辺ある程度金額というのは出せた

のではないかなという、ヒアリングの段階で。ど

うなのでしょう、これは分からなかったのですか。 

○コンプライアンス推進担当課長 これは、相手方

の出しているものということになりますと、そこ

はちょっと分かりにくいということと、事実関係

について必要な範囲でヒアリングを行ったという

ことなので、その範囲で確認できたというふうに

公益監察員の方は説明しているところでございま

す。 

○岡安たかし委員 最後にします。いろいろなとこ

ろに書いてある「許容される範囲」、例えば２１

ページの（イ）ですか、ここにも、下の段です、

社会通念上許容される飲食の提供を受けることは

どうたらこうたらで、賄賂には該当しないという

ことで収賄罪も成立しないと。この「社会通念上

許容される」というのがいっぱい出てくるのです

よ、今回されていると。 

  許容される・されないというのはなかなか難し

いなと思うのですけれども、この辺の区長の考え

をお聞かせください。 

○区長 おっしゃるとおりで、それぞれの考え方に

よって許容されるかされないかということが出て

くるかと思います。その中で、数字的にというか、

何か具体的に、岡安議員御提案の指針を入れるこ

とで歯止めが掛かるのかどうかということについ

ては、少々、他の自治体ですとか又は先ほど答弁

させていただいた、国会議員の皆様はどうですか

等のルール等も参考に、あまり恣意的なものが入

らないで、ルールがあった方が、正直に言って私

どももありがたいという面はございますので、そ

の辺のところは少しお時間を頂くことになるかも

しれませんけれども、検討させていただきます。 

○岡安たかし委員 是非よろしくお願いします。 

  それと、これ本当に最後、報告書の３ページの

５番のところです、是正措置等の意見のところに

書いてあるとおり、報告書にも出てましたけれど

も、入札契約に関する不正行為等の有無等のアン

ケートの中で、職員の方が、利害関係者との接触

に関する指針の認識・理解が不足している職員も

少なくない、少なくないというのは多いというこ

とですよ、認識・理解ができている職員は多くな

い。なので、これをしっかり、ここに書いてある

とおり、一般職員及び特別職の職員に対して改め

て同指針の周知徹底に努めていただくことを要望

するということなので、ここら辺も、是非こうい

うことをやって、スケジュールも含めてやってい

くというのを示していただきたいと思いますし、

本当に周知徹底をしっかりやっていただきたいと

いうのを、これは要望です。終わりたいと思いま
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す。 

○へんみ圭二委員 この問題については、昨年の第

１回定例会でおぐら議員が質疑をしまして、調査

をすることになったということですけれども、ま

ず、この調査結果について、当初は３か月から４

か月時間が掛かるというお話でありましたけれど

も、これ、丸１年掛かりました。 

  そもそも、かなりの人数に聞かなくてはならな

いということは分かっていた上で３か月から４か

月で結果が出るということを議会に報告があった

わけですが、その後、全くその報告についてのお

話がなく、１年掛かるのであれば、途中の段階で

もう少し時間が掛かりそうだという説明は議会に

すべきだったのではないでしょうか。 

○コンプライアンス推進担当課長 当初想定してい

た期間より非常に長く掛かってしまいまして、誠

に申し訳ありませんでした。御指摘のとおり、途

中経過をしっかり御報告するべきだったと思いま

す。 

○渡辺ひであき委員長 ごめんなさい、２時間経過

しておりますので、トイレに行かれたい方は許可

なく行かれてください。よろしくお願いいたしま

す。 

○へんみ圭二委員 結局、丸１年掛かったというの

は、どのような理由なのですか。 

○コンプライアンス推進担当課長 公益監察員に確

認したところ、今回の調査に当たって資料の請求、

それから検討を重ねたと。それから、多数の対象

者に対するアンケート及びヒアリングの実施に非

常に想定を超える期間を要したというようなこと

がございまして、最終的にヒアリングについては

７月から８月末に掛けて行いまして、それからヒ

アリング結果の取りまとめ、１０月に再度のヒア

リングを行ったというようなことがありまして、

その後、調査報告書の作成を始めたというような

ことで、こういった長期間になってしまったとい

うことでございます。 

○へんみ圭二委員 昨年の本会議でのおぐら議員の

質問としましては、東京女子医大側から区の幹部

職員、区職員への接待や会食、金品の授受などに

ついてということで質問がありました。その答弁

として総務部長からは、本件は接待等が問題にな

っているのではなく、区の職員について何か具体

的な疑惑があるわけではないということで調査を

行わないということで本会議では答弁があったの

ですが、その後、理事長が起訴されたということ

を受けて調査をするということになったという流

れです。 

  ここで１つお伺いしたいのですが、おぐら議員

が本会議質問をした際に、東京女子医大との会食、

それから物品の授受について問うた時点で、区長

や副区長は自らこの贈答品を授受したという事実

は認識されていたのでしょうか。 

○区長 今回の調査でお答えしたとおりです。ただ、

先ほど申し上げたとおり、許容範囲の中でという

認識ではございました。 

○へんみ圭二委員 おぐら議員の本会議質問があっ

た際に、そうした物品の授受というのがあった、

それから会食があったというのは、区長、副区長

もそうですし、会食に参加していた区の職員の皆

さんでも、その事実というのは認識されていたと

いうことだと思うのですが、しかしながら、おぐ

ら議員の質問に対して、その事実について触れら

れなかったと。 

  このあたりについては、議会に対する答弁とし

て十分な説明であると、誠実な答弁であるという

ふうに思われますか。 

○副区長 私の方も会食を行ったという事実と、そ

れから物品を授受したということですけれども、

社会通念上の範囲の中でということで、一般的な
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やり取りというような認識で、調査結果が出るま

で、そういったことでの認識だったということで

ございます。 

○へんみ圭二委員 そのことは理解をしているので

すが、おぐら議員が質問した際に、そうした物品

の授受ですとか、会食があったのかということを

質問した際に、その段階では調査をする必要がな

いということで調査をされていないということで

す。 

  そのあたりは、認識された上でそのような答弁

をされたというのは、どのようなことなのでしょ

うか。 

○副区長 そのとき会食があったかという具体的な

質問について、私あまり記憶はございませんけれ

ども、事実としてはあったのですけれども、そこ

の記憶がちょっと定かではございません。 

○区長 質問の趣旨ですけれども、確かにさっき申

し上げた、調査結果に出ていたような事実はござ

いましたが、それをもって、例えば東京女子医大

に便宜を供与したり、又は不正な行為があったと、

補助金の考え方又は支出に不正があったというこ

とは全く私ども考えておりませんので、そういう

意味でお答え申し上げました。 

○へんみ圭二委員 おぐら議員の質問としては、不

正があったかもしれないから調査をすべきだとい

うことではなくて、逮捕された理事長の問題があ

りましたから、それを受けて、東京女子医大の関

係者と区の幹部職員、それから区の職員が、そう

した付き合いがなかったのかということについて

質問したわけですが。 

  そうすると、本会議答弁の前に、金品の授受で

すとか会食の有無についての確認というのはせず

に答弁をされたということですか。 

○コンプライアンス推進担当課長 従来、実は１年

前、令和５年にアクトという事業者が江東区で贈

収賄事件を起こしまして、足立区でも議員に頼ん

で指名競争入札に入ったという、公判の場でそう

いう証言が出たものですから、令和５年度に公益

監察員が調査を行ったという経緯がございます。 

  今回質問いただいた時点では、そういった、逮

捕の段階であってということで情報が出ていなか

ったために、私どもとしては、公益監察員にも実

は意見等を聞いた上で、まだその調査をする段階

ではないのではないかという助言もあって、そう

いった答弁をさせていただいたところでございま

す。 

○渡辺ひであき委員長 へんみ委員、ごめんなさい

ね、ボリュームがあるようでしたら、休憩を１回

挟みたいと思うのですが、どれぐらいのような感

じでしょうか。 

○へんみ圭二委員 ちょっと答弁次第になるので、

どれぐらいというのはなかなか難しいものがある

のですけれども。 

○渡辺ひであき委員長 そうですか。では、どうぞ

続けてください。 

○へんみ圭二委員 おぐら議員の質問としては、そ

うした金品の授受について調査をすべきではない

ですかと質問したことに対して、調査をする段階

ではないというお話だったのです。 

  ただ、区長も副区長も、それから職員の皆さん

も、そうした会食であったりとか物品の授受とい

う事実を認識していたのであれば、その答弁も、

調査をせずに、調査段階ではないということを言

うというのは、答弁としての誠実性はいかがなも

のかということは申し上げざるを得ないかと思い

ます。 

  もう１つ、会食の内容について、これは９件、

会費制による会食が出ております。これを全てお

聞きすると時間が掛かってしまいますけれども、

逮捕された理事長との会食というのは、この中で
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どれぐらいあるのかというのは分かりますか。 

○コンプライアンス推進担当課長 公益監察員に確

認したところ、この１８ページの中で、１番、２

番、４番、そして１２番、こちらに出席されてい

たということでございます。 

○へんみ圭二委員 例えば一番最初、平成２７年６  

月２日のホテルニューオータニでの会食に区長

とＡ部長が参加をされていると。そして、そこに

も理事長が参加をされておりますけれども。 

  ホテルニューオータニで、どのような料理を一

緒にされたのか、そして個室なのかどうか、それ

から、Ａ部長というのがどなたなのかというのを

お答えいただけるのであれば、お答えいただきた

いと思います。 

○区長 何が出たか、和食か洋食かぐらいしか記憶

がありませんけれども、たしかフランス料理か何

かだったのではないかと記憶しております。個室

だったのではないでしょうか。会費１万円を私費

で支払っております。 

○コンプライアンス推進担当課長 職員の氏名につ

いては、これは内部通報要綱で守秘義務が課せら

れていることから、記号化しているものでござい

ます。個人名を挙げることはできませんので、御

了解ください。 

○へんみ圭二委員 承知しました。 

  ホテルニューオータニ、立派なレストランがた

くさんあって、いろいろ調べてみると、個室料と

いうのも取られるということです。コース料金で

大体、安くても１万円ということはホテルニュー

オータニではないようなのです。プラス個室料金

も入ってくるとなると、会費１万円は、会費制と

して割り勘に足りていない状況が生まれると思う

のですが、そのあたりについて、ここは問題性は

ないということですか。 

○区長 おっしゃるとおり、そういう認識も頭をよ

ぎりましたので、ビューホテルのときも……。（発

言する者あり）ビューホテルのときにも先方から

会費は１万円頂きましたが、丸々の金額を請求さ

れるわけではございませんので、例えば消費税分

ですとかそういったものをお支払いすることによ

ってカバーできたかなというふうに考えておりま

す。 

○へんみ圭二委員 会費制だから問題がないという

ふうにされている中で、何となくの感覚でカバー

できているという、その会費制の在り方というの

が、そもそも私としてはいかがなものかなという

ことも感じるのですが。 

  そこは、これまでも区長はそういった対応をさ

れてきたということですか。 

○区長 領収書を出して、その場で電卓をたたいて、

幾つかで割りましょうということは、正直なかな

か言い出せない雰囲気でもございますので、ただ、

そうはいっても今回こういうことで議論がされて

いるわけですので、これからの在り方については、

また考えさせていただきます。 

○へんみ圭二委員 なぜこのようなことを申し上げ

ているかといいますと、区長がどなたかお友達と

会食をされるということで、きっちり割り勘をす

るということを申し上げているのではなくて、８

５億円という足立区史上最も大きな補助金を支出

した法人の理事長とのお付き合いですから、その

あたりについては本当に最大限の配慮、気を付け

なくちゃいけないことというのが多々ある中で、

会費制の在り方ということについても今お聞きを

しました。 

  先ほど、祝賀会にも私費で参加をされたという

ことなのですが、これは公務での参加、それとも

私的な参加、どちらになるのでしょうか。 

○区長 あのときも、確認したところ私費でという

ことになりましたので、それをもって考えればプ
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ライベートということになるかと思いますけれど

も、区長ということで御招待いただいているとい

うことを考えると、向こうは私個人ではなく、区

長という立場で御招待があったのだろうというふ

うにも考えられるのではないでしょうか。 

○へんみ圭二委員 区政運営上、必要な会合への支

出というのは区長交際費も認められるわけですけ

れども、ここで区長交際費は使わなかったという

のは、どのような観点なのでしょうか。 

○区長 基本的に区長交際費を公費で負担するかど

うかにつきましては、秘書課の方で細かく、時々、

選管に確認したりしております。当時どういうふ

うに確認したかどうかということですけれども、

私費でということになったのだろうと思います。 

○へんみ圭二委員 先ほど申し上げたように、８５

億円という補助金を交付する先の理事長との私的

な関係というものについては、重々に気を付けな

くてはいけないというふうに思うのですが、その

あたり、区長は私的な関係はどのように考えられ

ておりましたか。 

○区長 私的な関係というと何かお友達のように聞

こえることもあるかもしれませんが、全くそれは

ございませんでしたけれども、ただ、非常に難し

い方でいらっしゃいましたので、個人的な悩み事、

病院経営等についてのお話を承るようなことはご

ざいました。実際に私どもの間で補助金のやり取

りうんぬんについての話が出たということは、私

記憶にございません。 

  確かに、おっしゃるとおりの関係性ということ

を考えれば、先ほどから申し上げているとおり、

今以上の高い倫理感をもって臨むべき部分はあっ

たかというふうには考えます。 

○へんみ圭二委員 すみません、もう少しで終えま

すから、もう少しお聞きしたいと思うのですが。 

  先ほど、フェラガモのスカーフをもらったけれ

ども、いろいろ考えてとんとんかなというふうに

区長は感じられたということでした。副区長もこ

の祝賀会に参加されたということなのですが、副

区長は、これは私費で３万円を支払って参加され

ているのですか。 

○副区長 私も会費３万円と花代を私費で支払って

おります。 

○へんみ圭二委員 区長はスカーフを頂いて、とん

とん、副区長は何か頂いているのですか。 

○副区長 祝賀会へのお礼といいますか、そういう

ことでか分かりませんけれども、焼酎を１本頂い

ております。 

○へんみ圭二委員 とんとんにならないのかなとい

うふうに感じるのですが。 

  区長のみが高級品、フェラガモのスカーフを頂

くことになったということについては、なぜかと

いうのは理事長でないと分からないと思いますけ

れども、このあたりについてはどのように思われ

ますか。 

○副区長 区長は東京女子医大誘致のために当初か

らずっと、区のためにということで誘致を議連と

一緒に進めてまいりました。そういった意味で、

区の代表としてのお礼ではないかというふうに思

っています。 

○へんみ圭二委員 今日はもう少し、この１点で今

日は終わりにしますけれども、区長、副区長はじ

め特別職が贈答品などを受領した場合に、その受

領したものについての記録というものは、今まで

全く取っていないということなのでしょうか。 

○副区長 全く取っていないかどうかというのはち

ょっと定かではありませんけれども、例えば公費

でいろいろなところに出てお礼の品をもらったり

すると思いますけれども、それは秘書課に必ず届

けておりますので、それは、記録に取っているか

どうかは分かりませんけれども、しっかりと確認
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はしているということでございます。 

○へんみ圭二委員 社会通念上許されるということ

で報告書にもありますが、社会通念上どれだけが

許されるのかという判断はそれぞれで異なります

から、そこがしっかりとチェックできるような制

度を設けるべきではないかと感じるのですが、そ

のあたりはいかがお考えですか。 

○区長 先ほど岡安議員の御質問にもお答えしまし

たとおり、人それぞれ社会通念の考え方というの

は違うこともありますので、おっしゃるとおり、

どういうルールが入れられるのかどうか、ちょっ

と今具体的にはお答えしかねますけれども、検討

させていただきたいと思っております。 

○渡辺ひであき委員長 ほかに質疑ございますか。 

○川村みこと委員 昨年の予算特別委員会から本日

までの間に、様々、他の委員からも御意見や質問

が出ておりますけれども、改めて整理として確認

をさせていただきたいと思います。 

  本件補助金は、条例及び要綱に基づいて所定の

審査手続を経て交付決定されたものであって、現

時点において手続の瑕疵は一切確認されていない

と、そういう理解で、改めてよろしいでしょうか。 

○副区長 補助金等の執行については、そのとおり

だというふうに認識しております。 

○川村みこと委員 今回の逮捕事案については、法

人の理事長の個人に関する問題であって、補助金

交付決定時点における区の判断過程そのものに違

法性があったとする事実は、現時点で確認されて

いないということです。 

  合っておりますでしょうか。 

○副区長 補助金の交付、額の決定を含めて、議会

に１つずつ諮りながら進めさせていただきました

ので、この間の手続については瑕疵はなかったと

いうふうに認識しております。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  区としては、補助金の交付後も、実績報告の提

出であったりとか内部確認であったりとか、必要

に応じた監査等を通じて適正な執行を確認する仕

組みづくりを有しているというようなことで合っ

ているか、確認させていただきたいと思います。 

○副区長 いまだに東京女子医大とは、地域の方も

含めて、定期的に会合を開いて、医療機器の利用

状況とか細かく報告を受けておりますので、協議

会の方で毎年報告を受けておりますので、執行し

たものに対しては適正に使われているというふう

に認識しております。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  今回の調査は、公益監察員により実施されたも

のだと思います。区の意向に左右されない形で客

観的にまとめられているというような整理でよろ

しかったでしょうか。 

○コンプライアンス推進担当課長 御発言のとおり

です。 

○川村みこと委員 また、今後捜査が進展して、何

か捜査に協力するように依頼があった場合などに

ついては、改めて確認ですけれども、法令及び要

綱に基づいて必要な対応を検討したり実施してい

く用意が今もあるというような理解でよろしいで

すか。 

○副区長 基本的に、外部からの捜査等あれば、積

極的に協力する姿勢は変わらない状況でございま

す。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  以上、いただいた答弁を踏まえると、足立区に

おいては補助金交付に関する手続は条例や要綱に

基づいて適正に進められてきたこと、そして、法

人内部の問題と区の行政手続とは区別して整理さ

れてきたということが改めて確認できたというふ

うに受け止めています。 

  また、今回の調査で、公益監察員による公平な
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観点で見ても違法性はなかったということが明確

に整理されたというふうに理解しております。で

すので、法人内部の問題と区の補助金行政の適否

等を混合して議論を続けることは適切ではないと

いうふうに強く感じております。 

  区民の信頼確保の観点からも、透明性と説明責

任を意識した真摯な対応をこれまでも行っていた

だいているというふうに理解しておりますので、

引き続きの対応を求めまして、質問を終わりたい

と思います。 

○副区長 今の御意見を承りました。 

  それと、先ほどのへんみ委員の、１年前のおぐ

ら議員からの区職員への接待や会食、金品の授受

等調査する必要はないかということの質問に適切

にお答えできませんでしたので、改めて説明させ

ていただきますと、その件について、外部の弁護

士に見解を確認したところ、本件は接待等が問題

ではなく、区職員について何か具体的な疑義があ

ることではないから現時点で調査を行う段階では

ないとの御意見を参考にして、調査を行わなかっ

たということでございます。 

○へんみ圭二委員 そうなりますと、外部の弁護士

に聞く前に、副区長も物品を授受してると自分の

中で分かっていましたけれども、自ら名のり出る

ことなく、外部の弁護士に相談をしたということ

でよろしいですね。 

○副区長 おぐら議員の質問の中で、補助金の支出

について再度検証すると思うがどうかということ

に続いて、接待等というお話がございましたので、

そのとき私自身は、社会通念上の範囲内ではあり

ますけれども、確かに物品を受領しておりました

けれども、そういった認識で答弁の方は書かせて

いただいたところでございます。 

○渡辺ひであき委員長 よろしいですか。 

○へんみ圭二委員 はい。 

○渡辺ひであき委員長 それでは、随分時間も経過

をしているので、ここで休憩を取りたいと思いま

す。再開は１時１５分といたします。 

午後０時２５分休憩 

午後１時１２分再開 

○渡辺ひであき委員長 定刻前でございますけれど

も全員おそろいですので、これから総務委員会を

再開いたします。 

  ★★報告事項、（１）から（３）、以上３件を

政策経営部長から、（４）、（５）、以上２件を

あだち未来創造室長から、（７）、以上１件を総

務部長から、（９）、（１０）、以上２件を危機

管理部長から、（１１）から（１３）、以上３件

を資産活用部長から、（１４）、以上１件を施設

営繕部長から、（１５）、以上１件を選挙管理委

員会事務局長から報告を願います。 

○政策経営部長 政策経営部の総務委員会報告資料

２ページをお開きください。 

  行政評価の反映結果の御報告でございます。 

  今回、重点プロジェクト事業に対しましては、

必要としている区民へ行き届く支援といった提言

に対しまして、アンケートの実施やアウトリーチ

等でサービスの向上につなげていくというような

考え方を出しております。そのほか、庁内連携や

情報共有の強化、一般事務事業につきましては活

動成果をはかる指標の妥当性ということで、こち

らについても可能な限りアウトカムに近い指標の

設定を目指して改善してまいります。 

  今後の方針でございますが、こちらの反映結果

は２月下旬を目途に区ホームページで公表いたし

ます。 

  続きまして、４ページでございます。 

  庁内横断的な外国人との共生に関するＰＴ、こ

ちらについての検討状況でございます。 

  項番１におまとめしましたが、４つの分科会で
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５つの方向性を出しました。１つ目は外国人の子

どもの学びの保障、日本語学習支援の充実、また、

足立区で生活する上で最低限知ってもらいたいル

ールの啓発、多文化共生の推進、外国人材の雇用

支援、それから、民泊の適正運営のためのルール

啓発でございます。５ページに、それぞれ詳細を

表にまとめております。 

  こちらについては、令和８年度当初予算案に計

上しているものもございまして、議決が得られた

場合に実施していく考えでございます。 

  続いて、７ページ、今後の方針でございます。

また進捗状況については御報告をいたしますとと

もに、多文化共生意識調査の結果等を基に推進計

画策定を予定しておりますので、この改定内容も

踏まえながら今後の取組を検討してまいりたいと

思います。また、職員の理解促進も必要でござい

ますので、庁内研修の実施を検討してまいります。 

  続いて、９ページでございます。 

  「あだち協創フロント」の取組状況でございま

す。 

  昨年８月に設置をいたしまして、約半年たった

ところでございます。項番１におまとめをしまし

た、提案件数、１月３１日現在で１９件、そのう

ち、見込みも含めて実施予定のもの、実施のもの

が５件ございます。 

  １０ページに事例をお示ししております。ＡＩ

による犯罪リスクの予測、また、防犯カメラの設

置計画案の策定、ＡＩ活用によって政策の進捗を

可視化する政策ダッシュボード等を進めていると

ころでございます。 

  項番３、今後の方針でございますが、更に、民

間のアイデアによって解決したい課題を庁内から

募りまして、提案を募集してまいります。 

  私から以上でございます。 

○あだち未来創造室長 恐れ入ります、政策経営部

資料の１３ページをお開きください。 

  公益活動げんき応援事業助成金の個人向けコー

ス設立についてでございます。現在、ＮＰＯ活動

支援センターの登録団体向けの助成金がございま

すけれども、新たに個人向けのコースを新設する

という御報告になります。 

  理由といたしましては、基本計画のテーマであ

る「やりたいことが叶うまち」の実現に向けて、

団体だけでなく個人の「やってみたい」を後押し

してまいるということでございます。 

  １４ページをお開きください。 

  ３番に現在のコースとの比較を記載してござい

ます。主なポイントですが、個人向けで上限３万

円、年間３３件程度。事前の相談先としては、「あ

やセンターぐるぐる」、「たけのつカー＆パーク」

の２か所を予定してございます。 

  今後のスケジュールですけれども、令和８年度

の第２期からを想定しておりまして、事前相談は

６月２４日から始めたいというふうに考えてござ

います。 

  最後に今後の展開でございますが、新しいコー

スでございますので、来年度運用しながら、その

後については検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

  続きまして、１６ページをお開きください。 

  「たけのつカー＆パーク」の進捗状況について

でございます。竹ノ塚駅の高架下の公共用地につ

いての御報告ですが、１１月の総務委員会での報

告から１点ちょっと変わったところがございます。 

  開館日についてですけれども、当初、週５日、

火曜日から土曜日というふうに考えておりました

が、やはり日曜日に開けてほしいという声がある

ということと、逆に平日の必要性もありますので、

開館を週６日に変更させていただきたいと考えて

ございます。 
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  主な利用条件ですが、単なる場所貸し利用だけ

ではなくて、地域プレーヤーとして育っていただ

くために、スキルの提供ですとか広報の協力です

とか様々な協力を求めながら、当面の間、利用料

は無料としてまいりたいと考えてございます。 

  最後にスケジュールでございます。実は昨日、

トレーラーハウスとキッチンレーラーの搬入が終

わりまして、これからデッキ等の工事を行いまし

て、３月１６、１７日に議員の皆様向けの内覧会、

３月２２日に「ぐるぐる博」、４月の第３週から

トライアル期間ということで進めてまいりたいと

考えてございます。 

  私からは以上でございます。 

○総務部長 総務部の報告資料の６ページを御覧く

ださい。 

  指定管理者制度の改善の取組についてでござい

ます。 

  令和７年度の取組結果でございますが、精算方

法内訳、精算対象などの手続が不明確ということ

がございましたので、経費を分かりやすくするよ

うな新様式を令和８年から導入することといたし

ました。また、次期指定管理者への引継ぎのルー

ルの徹底ですとか、評価の方法を見直すなどの取

組を行っております。 

  ７ページに記載しておりますが、令和８年度に

取り組む課題といたしましては、大規模改修等に

おける指定管理料の取決めなどのルールを改めて

検討するなどの取組を予定しているところでござ

います。 

  私から以上でございます。 

○危機管理部長 それでは、危機管理部の報告資料

の２ページを御覧ください。 

  件名は、足立区反社会的団体の規制に関する条

例の施行状況についてでございます。 

  本件は、無差別大量殺人を行った団体の規制に

関する法律、いわゆる団体規制法で観察処分を受

けた団体、すなわちアレフなどの団体を対象とす

る本条例におきまして、５年ごとに施行状況を検

討し、廃止を含めて見直しを行うという規定がご

ざいますので、その見直しの結果、現行のまま存

続させたいということでございます。 

  項番３には条例を存続させたい理由、４ページ

をお開きいただきまして、見直しの★★といたし

まして検討の詳細を記載してございます。 

  ２ページに戻っていただきまして、項番４、５

には本条例の目的と概要、３ページにまいりまし

て、項番６、７には本条例の運用経過と施行状況

を記載してございます。 

  今後につきましては、今週土曜日のアレフ対策

住民協議会による抗議行動をはじめ、来年度には

団体規制法に基づく観察処分の更新・継続を求め

る署名活動が予定されておりますので、引き続き、

全庁挙げて協議会や住民の皆様の支援を継続して

まいります。 

  続きまして、９ページを御覧ください。 

  件名は、「足立区安全安心パトロール実施要綱」

の制定についてでございます。 

  本件は、町会・自治会、ＰＴＡなど自主的に活

動いただいております、青パトでのパトロール活

動に関する実施要綱を定めたことを報告するもの

でございます。 

  制定の背景といたしまして、更に安全かつ適正

に活動を行ってもらうため、事故を起こした際の

保険適用や安全性を高めるための規定を盛り込ん

だ内容となっております。 

  今後につきましては、本要綱の制定について、

パトロール隊員をはじめ地域の皆様へ丁寧に説明

していき、令和８年７月からの施行を予定してお

ります。 

  私からは以上でございます。 
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○資産活用部長 よろしくお願いいたします。 

  資産活用部資料の２ページをお願いいたします。 

  区有地等利活用基本方針の改定についての御報

告でございます。令和元年に改定した利活用方針

でございますが、本編、資料編につきまして、今

回改訂をいたしましたので御報告でございます。 

  本編は、４年後に中間検証、８年後に改定を行

うということでローリングをしていきたいと思っ

ております。また、資料編につきましては、毎年、

更新をさせていただきたいと思っております。 

  １の目的は記載のとおりでございまして、２の

主な改定内容でございます。本編につきましては、

ア、利活用の進捗状況と検証を行ったところ、ま

た、イについては今後の方針ということで、新た

な３つの柱を今回設置させていただきました。資

料編につきましては、イ、今後活用する施設の検

討状況に応じた★★修正を行っていくということ

でございます。 

  参考表についてでございますが、この後速やか

に区のホームページに掲載し、周知をさせていた

だきたいと思っております。 

  ３ページ目を御覧ください。 

  北鹿浜小学校跡地活用に係る進捗状況について

の御報告でございます。 

  令和７年４月１日より「みんなの廃校」プロジ

ェクトに登録し、その後の対応状況でございます

が、表にございますとおり、問合せ件数は５２件、

現在引き続き継続して検討している件数が７件と

いうことでございまして、事業者の主な業種は記

載のとおりでございます。 

  （２）継続検討事業者へのヒアリング結果につ

いては、ア、活用を希望する主な内容ということ

で、記載のとおり、インターナショナルスクール、

あと、文教施設の活用の可能性が示されておりま

す。 

  イの事業者の主な反応ですが、（ア）から（エ）、

記載のとおりでございます。 

  （３）今後の方針でございますが、この取組を

経て、令和８年度に活用事業者の公募の実施に向

けて検討を進めてまいりたいと思っております。 

  ４ページを御覧ください。 

  これから公募を行うわけでございますが、公募

で事業者が決定するまでの暫定利用として、危機

管理課の感染症対策物品等を体育館に一時保管さ

せていただくということで、取組を行ってまいり

たいと思っております。 

  続きまして、令和８年度足立区土地開発公社の

事業計画及び収支予算についてでございます。 

  恐れ入りますが、別添資料の「令和８年度足立

区土地開発公社事業概要収支予算説明書」という

ことで、横の資料を御覧いただきたいと思います。 

  お開きいただきまして、まず１ページ目でござ

いますが、こちら土地開発公社の概要になってお

りますので省略させていただきたいと思います。 

  ２ページを御覧ください。 

  令和８年度の主要事業計画についてでございま

す。１つ目の用地取得につきましては、１０７．

７３㎡、３件ございますが、予算についてはゼロ

円ということで、地権者の同意が得られた暁には

予算計上をさせていただきたいと思っております。 

  ２の公有地処分事業でございますが、１件、４

２１．４４㎡でございまして、２億５，３９６万

円ということで、こちらは千住大川端事業用地の

区への処分という形になります。 

  ３点目の公有地活用事業については、１件で、

２１１１．３８㎡。こちら、西新井駅西口の駐車

場の関連用地でございまして、１１月末までの契

約となっております部分の予算として２，２９６

万８，０００円を計上させていただいております。 

  ３ページについては取得等の位置図を載せさせ
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ていただいておりまして、４ページ目を御覧いた

だきたいと思います。 

  収支予算でございますが、収入につきましては

経常的収入、それから資本的収入ということで、

合わせて６億★★円ということで計上させていた

だいております。 

  支出につきまして、収益的収支と資本的収支で

ございますが、特筆するところでは、予備費とい

たしまして１億円、足立区へ寄附ということで現

在予算を計上させていただいております。 

  また、準備金でございますが２億３，８００万

円余ということで、こちらも計上させていただき

ながら運営をさせていただきたいと考えておると

ころでございます。 

  私から以上でございます。 

○施設営繕部長 施設営繕部の資料をお開きくださ

い。２ページになります。 

  件名につきましては、本庁舎内のコンビニエン

スストア設置についてでございます。 

  所管部課名については記載のとおり。 

  設置方法でございますが、区有財産の建物の一

部を貸し付けるということでございます。 

  ２、設置場所。設置予定場所でございますが、

次ページをお開きいただいて、３ページを御覧く

ださい、正面玄関を入りまして右側、エスカレー

ターがあるところの右肩に昔ＰＣＲ検査をやって

いた場所がございますが、こちらでやらせていた

だければなと思っております。 

  それから、設置及び貸付期間でございますが、

記載のとおり。貸付期間は７年を予定してござい

ます。 

  ４番、事業者選定及び貸付金額、営業日、営業

時間、主な販売サービス★★は記載のとおり。 

  今後のスケジュールでございますが、４月上旬

に入札を行い、６月上旬オープン予定でございま

す。 

  私から以上でございます。 

○選挙管理委員会事務局長 それではよろしくお願

いいたします。 

  選挙管理委員会事務局の資料を御覧いただけれ

ばと存じます。２ページでございます。 

  ２月８日に執行いたしました第５１回衆議院議

員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票状況に

ついて御報告するものであります。 

  項番１でお示ししておりますのは、小選挙区の

投票率でございます。足立区全体で５３．４０％。

前回、令和６年と比較しますと、プラス２．９４

ポイントとなってございます。残念ながら、また

しても２３区では投票率は２３位となってござい

ます。 

  ３ページを御覧いただければと存じます。 

  項番２でお示ししておりますのが、期日前投票

所の利用状況についてでございます。投票した方

の４４．０８％の方が期日前投票所で投票されて

いるという結果が今回出ております。 

  課題点と今後の方針につきましては、記載のと

おりです。詳細な資料につきましては、別紙１、

２等でお示しをしておりますので、御覧いただけ

ればと存じます。よろしくお願いいたします。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

○土屋のりこ委員 まず、「あだち協創フロント」

のところですけれども、ＡＩエンジン等を活用し

た行政事務効率化支援ということですが、議会質

問の答弁の素案をつくるということなのですけれ

ども、今回で何割ぐらいの答弁をＡＩがつくった

のかというあたりは、どうだったのでしょうか。 

○政策経営課長 今回、全庁、全ての部が参加した

わけではないのですけれども、参加した部におい

ては、このシステム上で全て一度答弁案が吐き出

されるというような仕様になってございますので、
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なので、一旦はＡＩが出したものは見ているとい

うような状況でございます。 

○土屋のりこ委員 そうなってくると、議会側もＡ

Ｉで考えて、執行機関もＡＩが答弁するというや

り取りでは、どういう意味があるのか。どうでし

ょうか。 

○政策経営課長 あくまでも素案をつくるというよ

うな観点で見ております。ＡＩがつくったものが

そのまま本会議答弁になるというわけではござい

ませんで、それぞれ各所管課の思いとかというの

が、その後の、素案に対して上乗せされて、修正

されていくというようなところでございますので、

そういった考えでございます。 

○土屋のりこ委員 答弁に関しては、私もＣｈａｔ

ＧＰＴに聞いてみたのですけれども、「ＡＩは逃

げ道を用意します」「ＡＩ答弁は雰囲気でつくら

れています」というようなこととか、「ＡＩがつ

くっても、人間が了承した時点で責任が人間に発

生します」というふうなことで、責任を引き受け

るのが人間ということなのですけれども、議会側

については、「ＡＩは住民ではありません」、当

たり前です人間ではないですから、そういう住民

の代表制としての議会側の意味があるというふう

なことを言っていました。 

  それを前提としてですけれども、議会質疑が空

洞化する危険というのはなくならないということ

かと思うのですが、形式的な質疑に終始するとか、

区の本音の部分が出ないとか、無難な答弁に逃げ

るとか、そういったやり取りにならないように、

区としてはどのように工夫なり検討されているで

しょうか。 

○政策経営課長 答弁の確定までには、全部長が集

まる議会の答弁検討会というようなものも引き続

き実施しております。 

  あくまでも、先ほど申したとおり、ＡＩがまず

素案をつくるというところですので、そこから区

の方向性ですとかそういったものの修正を掛けて

いくというのは正に区の職員がやっているところ

ですので、ＡＩがつくったものに命を吹き込んで

いくというのが区の職員の役割だろうというふう

に考えております。 

○土屋のりこ委員 そうですね、そういう対話をす

ることで、議会側、区は執行機関側の現場なりを

知っている熱量、そういったものがお互い対話を

することによって、どう判断をするのかというこ

とで深まっていくということなので、特に代表質

問等の場合は予定調和的なところですけれども、

こういった、予算特別委員会であったり委員会の

場では、お互いがどうなのかというふうなことで、

対話をしていくことにも大きな意味があるかと思

います。 

  特にＡＩは判断しない文章をつくるというので、

特に区の方でも、その答弁において、どう区は判

断をするのかというところの判断、マルなのか、

ペケなのか、三角なのかというところと、その根

拠、何が根拠なのか、マルなのかペケなのかの根

拠は何なのかということを、１つ１つ明快な答弁

を、特にこれから始まる予算特別委員会において

明快に答弁をしていただきたいと思うのですけれ

ども、これについての区の考えはいかがでしょう

か。 

○政策経営課長 少し重なるところがあるのですけ

れども、あくまでもＡＩは職員の業務をサポート

するというような形です。ＡＩが前面に行って全

てをやるというわけではございません。 

  そういった考え方でありますので、予算特別委

員会においても、そのようなきちんとした対応が

できるのかなというふうに思っております。 

○土屋のりこ委員 是非よろしくお願いします。 

  それから、次に、選挙のところに関しても１つ
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お伺いしたいのですが、毎回というか言っている

投票済証明書、今回は真っ白のもので、時間がな

かったのだなというような、立会人の方ともお話

しして、いや、ないのですよというふうなことだ

ったのですけれども。 

  今後の、次回の区議選に向けてはどうなるので

しょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 今土屋委員御指摘のと

おり、今回についてはとてもとても間に合う状況

ではありませんでしたということでございます。 

  令和９年５月、区議会議員・区長選挙がござい

ますので、そこに向けて、どのようなものがいい

のか、選挙管理委員会の中でしっかり御議論いた

だいて前向きに進めていきたいと思っております。 

○土屋のりこ委員 旧会派の予算要望の中でも、区

議選・区長選に向けて検討するというか前向きに

ということでしたので、いいものができるように、

投票証明書だけではなく、投票済証明書の方も是

非お願いしたいと要望いたします。 

  最後になりますが、資産活用部の区有地等利活

用基本方針の改定についてなのですけれども、本

編の１８ページのところで、★★ということで、

区有地等の所在するエリアの将来像と適正施設配

置の観点を基に最有効となる利活用を考えていく

というふうに書かれているのですけれども、エリ

アデザインで挙がっている地域に関してはエリア

の将来像というのが明確になっているかと思うの

ですが、そうではない地域、私が関心を持ってい

るのは中央本町の所なのですけれども、そういっ

たエリアデザイン以外の地域についてのエリアの

将来像というのは、どこの部署でどう検討、把握

されているのでしょうか。 

○資産管理課長 基本的には全庁的に考えていくと

いうことになりますけれども、まず公共マネジメ

ント、あとは、大規模な区有地であれば資産活用

担当課、そういったところが中心になって考えて

いくものと考えております。 

○土屋のりこ委員 それは施設の在り方ということ

だけではなく、エリアの在り方ということでいい

のでしょうか。 

  例えば中央本町であれば、どのような将来像を

描いておられるのかということは今検討されてい

るのでしょうか。 

○副区長 エリアデザインの上に都市計画マスター

プラン、区内全体の計画がございます。それに基

づく様々な計画がございますので、それに沿った

形で進めていく、ただ、エリアデザインの範囲に

は入ってないのは事実ですので、中央本町がこれ

からどういうまちを目指していくかということに

ついての構想みたいなものは必要だと思います。 

○土屋のりこ委員 今回、会派としての初の代表質

問で、髙橋委員が亀有地区はどうなのかというこ

とを聞きましたけれども、亀有はどうなのか、中

央本町のこの辺りの中央エリアはどうなのかとい

うことを、どこがまず検討するのか、どういう検

討状況なのかということも、今後是非、報告等の

中に入っていけばいいなということで求めて、質

疑を終わります。 

○渡辺ひであき委員長 よろしいですか。 

○太田せいいち委員 私からも何点か。まず、「あ

だち協創フロント」について質問させていただき

たいというふうに思います。私はこういった取組

を非常に楽しみにしている１人でして。ＡＩエー

ジェントですとか政策ダッシュボードを使って、

ＥＢＰＭに基づく政策立案等の支援を行っていく

ということなのですけれども。 

  まず、ＡＩエージェント若しくは政策ダッシュ

ボード、こういったのはいわゆるツールであって、

今後の区の職員の皆さんの仕事をサポートするツ

ールだというふうに理解しておりますけれども、
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まず、その理解でよろしいでしょうか。 

○政策経営課長 正におっしゃるとおりです。政策

ダッシュボードにおいては、区の職員が政策を考

えるに当たっての基本的なデータの見方ですとか、

そういったものを補助するというような、そうい

ったツールであるというふうに考えております。 

○太田せいいち委員 では、そのツールであるとい

うことですので、しっかり使いこなせる環境の整

備も必要になってくるかなというふうに思います。 

  そういった意味では、インストラクターのよう

な方ですとか、若しくはそういったところの教育

とかを既に取り組んでいるもの、若しくは今後考

えているものがあれば教えていただければと思い

ます。 

○政策経営課長 今回の協創フロントにおけるＧо

оｇｌｅと、特にＮＥＣとのものについては、正

にこれから製品化されていくものになってきます

ので、その製品化の過程において、ＮＥＣ側から

その操作の説明ですとかそういったものを受けな

がら、実際に触った区の職員がレビューというな

形でＮＥＣに戻していって、その製品をブラッシ

ュアップしていくというような形になってござい

ますので、そのような形で職員としても操作性を

覚えていくというような形になってございます。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。当初

はそういうシステムエンジニアというか、ＮＥＣ

のような業者の方に入っていただいて、いつでも

聞ける、相談できる環境があるかと思います。行

く行くは事業化されていく中では、区の職員だけ

で回していくようなことも想定すると、将来的に

はそういったところを、周りの職員のサポートを

できるような人材の支援も必要になってくるかと

思います。まだ先の話だというふうには思います

が、その辺も視野に入れながら、今後の検討を進

めていただければなというふうに思います。 

  それで、まずはこういったところが令和７年度

初年度で、令和８年度以降については改めて協議

を行うというような、個々の事例についてはそう

いった説明が幾つか出ているかというふうに思う

のですけれども、２年目以降、こういった事業を

継続していく、その判断基準というか、どういっ

た基準で考えていらっしゃるのか。若しくは２年

目だけではなくて、３年目、４年目と継続する、

その基準みたいなものがあれば教えていただけれ

ばと思います。 

○政策経営課長 今回、ＮＥＣと富士通との連携事

業というような形で委員会報告をさせていただい

ております。それぞれは、令和７年度はおおむね

こういった動きをしていく、令和８年度の動きと

いうのはまたそれぞれ、ＮＥＣ、富士通と協議し

ていくというような形です。 

  今後、２年、３年先も見据えた動きという観点

でいきますと、正に「あだち協創フロント」で区

として挙げている課題、今現状、フリー型も含め

ますと１０のテーマを挙げてございます。そうい

ったところが正に区としての課題で、官民連携を

していきたい部分でございますので、このあたり

を、例えばグーグル・クラウド・ジャパンと意見

交換しながら次なるテーマを決めていくというよ

うな形で、またこのテーマも増えてきたりするの

ですけれども、そのような形で動いていくという

ような形でございます。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。 

  最後に、これについては今後の方針の中で、提

案件数の少ない課題については今後具体化するな

どしてアイデアの創出につながるよう努めるとい

うふうにあります。この協創フロントという枠組

みは、あくまで外部リソースで、官民連携で区の

課題を解決していくということだというふうに思

いますが。 
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  様々工夫していく中で、とはいえ区がやりたい

ことのアイデアが十分に出そろわなかった場合、

外部リソースだけではなくて、内部でそういった

アイデアを募るようなことも考えているのかどう

なのか。今後の方針のところで、その辺の考え方

を教えていただければと思います。 

○政策経営課長 太田委員おっしゃったとおり、こ

の課題を、官民の提案がなければそのままずっと

ほったらかしにしているというわけでは当然ござ

いませんので、それぞれ各所管において、必要に

応じて仕様を固めてというところも並行して必要

だと思っております。 

  官民連携でできる部分、合っているところもあ

ります。あと、テーマで、なかなか官民連携で御

提案いただけない部分というのも、よしあし、向

き不向きはあるのだろうなというのは、やりなが

ら見えてきている部分と、あと、書き込みの部分

の粒度というか細かさというところも、それもま

た我々が研究していかなくてはいけないなという

ふうに思っております。このあたりが正に改善点

かなというふうに思っております。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。最初

にも申し上げましたけれども、私はこういった取

組が大きく区の施策を前進させる上で大切なポイ

ントだというふうに思っていますので、期待して

今後も見ていきたいなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  ２つ目、公益活動げんき応援事業助成金の個人

向けコースの設立について、簡単に何点か確認さ

せていただきたいというふうに思います。 

  これは新しい事業ですので、当面、様子見とい

うところはあるのかもしれないのですけれども、

現状のコースに加えた追加コースという比較で見

ると、助成回数が追加コースについては１回のみ、

使途についても施設使用料と印刷等に限定という

ふうになっています。 

  特に使途、この辺を限定する意図はどういった

ものがあるのか教えていただけますでしょうか。 

○ＳＤＧs・協創推進課長 こちら初めての実施とい

うこともありまして、何でも使えるよというより

は、まず、あやセンターとかで利用されている方

がよく費用として使っている項目を、まずは試し

にちょっと充てさせていただいております。 

○太田せいいち委員 では、１回という、この回数

の考え方なのですけれども、例えば年度計画で年

４回こういうことをやりたいといった場合、最初

から４回分のコストが分かっているという場合で

も、これは何かイベントの１回なのか、そういっ

た事業計画をまとめて申請と捉えていただけるも

のなのかどうなのか、その辺の考え方を教えてい

ただけますでしょうか。 

○ＳＤＧs・協創推進課長 年間で３万円という中で

収めていただくということになりますので、１年

間で何回イベントをしても、お支払いする金額と

しては３万円以内ということになっております。 

○太田せいいち委員 分かりました。これは助成の

回数が１回だということで、イベントの回数では

ないという理解でいいですね。それなら特に、ク

リアになりましたので大丈夫です。 

  最後、「たけのつカー＆パーク」ですか、これ

もまあ楽しみにしてるのですけれども、１点、出

店予定者の皆さんの中で、販売内容でアルコール

の販売を想定されている事業者が何社かいらっし

ゃいます。全然それは、アルコールを出すことで

活性化につながる部分もあると思いますので大丈

夫だと思うのですけれども、一方で、目的の一つ

として子どもの居場所というような観点も一部出

ていたかというふうに思います。 

  アルコールを出すのに当たって、ルール化、時

間ですとかゾーニングですとか、考えているもの
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があれば教えていただければと思います。 

○ＳＤＧs・協創推進課長 当日のイベントのレイア

ウトとしまして、アルコールはアルコールでブー

スを固めております。子どもが当日遊べるスペー

スは遊べるスペースで、すみ分けはしております。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。ゾー

ニングでしっかり対応していただいているという

ことですので、今後、使われている状況を見なが

ら、必要な対応が生じたときにはまた随時対応い

ただきたいなということで要望させていただきま

す。 

  以上です。 

○川村みこと委員 私からも、「たけのつカー＆パ

ーク」について伺います。 

  確認なのですけれども、これはホームページの

開設などの予定はどのようになっておりますでし

ょうか。 

○ＳＤＧs・協創推進課長 「たけのつカー＆パーク」

で単体のホームページというのはないのですけれ

ども、足立区のホームページの中にページをつく

らせていただいております。 

○川村みこと委員 しばらくの間、あやセンターぐ

るぐるのような独自のホームページを持つ予定は

ないという認識で合っておりますか。 

○ＳＤＧs・協創推進課長 こちら直営のため、個別

のホームページをちょっと今はつくる予定はござ

いません。区のホームページで情報発信をしてい

く予定です。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  これ、４月１日以降、オンラインでの申請フォ

ームでの相談などが受付されるようになってから

は、区のホームページの中で内容をどんどんアッ

プデートしていくというふうな、★★というか、

追加していくというふうな認識ということですよ

ね。 

○ＳＤＧs・協創推進課長 そうですね、ホームペー

ジでどんどん更新していくのと、追って、Ｉｎｓ

ｔａｇｒａｍは「たけのつカー＆パーク」個別で

つくろうとは今予定しておりますので、そこで随

時、情報発信していきたいと考えています。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  イベントの情報は、どのような形でホームペー

ジに掲載していくのでしょうか。 

○ＳＤＧs・協創推進課長 区のホームページでイベ

ント情報をまとめているページがございますので、

そこでも細かく更新して発信していきたいと考え

ています。 

○川村みこと委員 あやセンターぐるぐるの利用者

からは、ちょっとイベントの情報が分かりづらい

というふうな声があります。 

  現在、あやセンターぐるぐるはどのようなペー

ジになっているかというと、あやセンターぐるぐ

るのホームページの中にイベント情報はあるのだ

けれども、それは施設主催のイベントになってい

て、★★から始まるイベントについてはＩｎｓｔ

ａｇｒａｍかＳＤＧs の特設サイトの方でという

ふうな表示になっています。一方で、特設サイト

の表示は分かりやすいのかというと、そうでもな

いというか、ちょっと情報が出るタイミングが遅

かったりとかいろいろあったりするというのと、

Ｉｎｓｔａｇｒａｍについても、ストーリーズは

流れてくるけれども、固定で表示されるのが遅れ

ていたりすることもあって、なかなかちょっと情

報を追い掛けるのが難しいというふうな状況もあ

ります。 

  例えば、今日、あやセンターで足立区主催のイ

ベントが夜にあるかと思うのですけれども、それ

については、例えばあやセンターぐるぐるのホー

ムページを見てみても、足立区主催イベントがあ

りますということしか書いてなくて、ではそれが
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Ｉｎｓｔａｇｒａｍに載っているかというと、そ

れも載ってなくて、一体そのイベントが、イベン

トのカレンダーには載っているのだけれども、ど

んな状況なのかとか、誰でも来られるのかとか、

申込みはもう締め切ってしまっているのかとか、

その辺がなかなか分かりづらい状況になっている

のです。それは、あやセンターについては別途是

非アップデートしていただきたいというふうに思

うのですけれども、「たけのつカー＆パーク」に

ついても、そういうことにならないように、最初

から整理をしていったらいいのではないかなとい

うふうに思っております。 

  Ｉｎｓｔａｇｒａｍも開設いただくということ

なので、そちらでの発信もいろいろな世代に発信

していくという意味では重要だと思うのですけれ

ども、どんな施設が運営開始されたのかなという

ふうに見たときに、やっぱりホームページを見る

方もいらして、それが区のホームページであって

も別に構わないとは思うのですけれども、なかな

かイベント情報がキャッチしにくいというふうに

なると足が遠のくというところもあるかもしれな

いので、今御答弁いただいたのは、区のイベント

情報は全てがまとまっているところに載せていく

ということだと思うのですけれども、もうちょっ

と「たけのつカー＆パーク」であるイベントが分

かるような表示をお願いしたいと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○ＳＤＧs・協創推進課長 報道広報課ともちょっと

調整して、うまい形でできないか、まず検討して

まいります。 

○川村みこと委員 分かりました。本当に最初の情

報発信が重要だというふうに思っておりますので、

是非、あやセンターのときの知見も生かして進め

ていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

  もう１つ、選挙についてですけれども、ちょっ

と１つだけ確認で。今回、資料も含めて報告いた

だいてます。それで、投票率を見ると、投票率が

高いエリアと低いエリアというのが、ずっと同じ

状況が続いているなというふうに思っております。

しかも、少しの差かというとそうではなく、かな

りの差が開いているのですよ。それが本当に、こ

こ一、二回というわけではなくて、この資料にも

ありますとおり、本当に何回もこの状況が続いて

いるというところがあります。 

  今後の方針の中では投票率の向上を目指してい

くということなのですけれども、エリアに特化し

てやっていくというところも重要だと思うのです

けれども。ここのエリアがなかなか難しいと感じ

ている理由だとか、あと、今後どのように対応し

ていくかというところ、そこの意気込みを聞かせ

ていただきたいと思います。 

○選挙管理委員会事務局長 投票率が低い理由は

様々あるのだと思っております。ただ、選挙管理

委員会として対応を取れるとすれば、主権者教育

といったらあれですけれども、選挙の啓発をその

地域限定で深くやっていくですとか、そういった

ものについては検討する価値があると思っていま

す。 

  また、期日前投票所との関係ですとか、そうい

ったところも精査していく必要があるとは思って

おります。 

○川村みこと委員 分かりました。いろいろ理由が

あるというふうに、今選挙管理委員会事務局長か

らも答弁がありましたけれども、私も地域特性と

言ったら一言なのですけれども、その先にいろい

ろ深い理由もあるのだろうなというふうに思って

おります。 

  是非ここのところの分析を進めていただいて、

もちろん主権者教育をしていくのは大事なのです
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けれども、そうではなくて、学生ではない世代に

ついても、どうやったら忙しい中で行っていただ

けるかと、なぜこのエリアだけこんなふうに低い

のかというのは分析を続けていただいて、全体的

に投票率がアップして、２３区最下位を脱出でき

るように是非取り組んでいただきたいと思います

ので、これは要望させていただいて終わりたいと

思います。 

○へんみ圭二委員 まず。指定管理者制度の改善の

取組についてお伺いします。 

  この報告の中身というのは必要なことであろう

かなというふうに感じるのですが、指定管理者制

度の改善として本当に昔から問題になっているの

は、応募してくるのが１社のみということが非常

に多いということがあります。 

  この指定管理者制度、区全体としてどれぐらい

の施設で取り入れていて、例えばこの直近で公募

した際に１社しか応募がなかったというのはどれ

ぐらいの割合なのか。細かい数字ではなくていい

ですから、教えていただきたいと思います。 

○総務課長 特命・調査担当課長を兼務しておりま

すので、私から答弁させていただきます。 

  まず、区全体での指定管理者の施設の導入数は、

全部で９４施設になります。 

  申し訳ありません、そのうちの今の公募がどれ

ぐらいかというのは、割合については今手元に数

字を持っておりませんので、後ほど確認させてい

ただきたいと思います。 

○へんみ圭二委員 細かい数字は後で教えていただ

ければと思いますけれども、１社のみの応募が多

いということの認識は持っているのか、そして、

競争性が担保されているという認識でいるのかと

いうあたりはいかがですか。 

○総務課長 申し訳ありません、今１社のみの応募

というのがどの程度というのが、今数字を持って

ないことと、私が今現在そういったものでの分析

等、これまでしてこなかった部分がありますので、

ちょっと今、どういったことかというのはお答え

が難しい状況でございます。申し訳ありません。 

○へんみ圭二委員 応募が増えない要因というのは

どういうことだということで、区としては認識さ

れているのですか。 

○総務部長 １社しか応募がないというのは、私も

経験上、幾つかそのようなことがあったと認識し

ております。応募が増えないのは、やはり人手不

足ですとか、事業者もそれほどいらっしゃらない

というようなこともあったりするかと思います。 

  また、区内でやっていればというところで、区

内優先で進めてきたような背景も影響しているか

と思います。 

○へんみ圭二委員 応募を増やすための取組として、

昔から区内事業者を育成するのだということは言

われてきておりますけれども、それがなかなか改

善されていないという今の状況において、具体的

にどのような改善策を取られてきたのかというこ

とをお聞きしたいと思います。 

○総務部長 区内事業者にこれまでもお声掛けをし

ているというところですが、広くお知らせをする

ですとか、あるいはほかの区でやっているところ

を学ぶというようなことをやってきた部分はある

かと思いますが、なかなか形にはなっていないと

ころがあるかと思います。 

○へんみ圭二委員 他の自治体の取組を調べますと、

例えば上越市ですと公募期間を２か月以上取って、

しっかりと説明会も行うですとか、それから、ほ

かの自治体だと事前にサウンディング調査をして、

より多くの事業者が手を挙げやすいような環境を

つくるということを行っているのですが、そのよ

うな具体的な取組というのは、足立区としてはい

かがですか。 
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○総務部長 具体的な取組としては、サウンディン

グは、確かに手応えがあるかどうか、事業者がい

るかどうかというところを下調べするような、サ

ウンディングというところまでいかないかもしれ

ませんが、そのようなリサーチはたしかしていた

かと思います。 

○地域のちから推進部長 先ほどから質疑を聞いて

いまして、私の方で、今年１０施設公募しまして、

１社というのが、たしか６施設だったかと思いま

す。そうならないようにということで、今回、積

極的に区外の事業者に声を掛けたりとか、積極的

に動いた部分もあったのですが、残念ながら今年

については例年どおりの結果でした。 

  今へんみ委員の方からいろいろ御提案があった

と思うのですが、まだまだ改善する余地はあるか

なというふうに感じているところではございます。 

○へんみ圭二委員 正しくの担当されているところ

はいつも同じ事業者の名前が出てきて、応募がな

い、そのまま決まっているという状況です。 

  ここは競争性をしっかりと担保した上でサービ

スを上げていくということを考えると、努力をさ

れていないとは思いませんけれども、ただ、まだ

まだ努力は足りないですし、具体的に改善するた

めの方策というのを、新年度に向かって是非つく

っていただきたいと思うのですが、そのあたりは

いかがですか。 

○地域のちから推進部長 へんみ委員おっしゃるよ

うに、我々も競争の中で事業者を選ぶべきという

認識には立っております。 

  もう少し我々もどうしたら増えるのかというの

は検討させていただいて、来年もまた公募する施

設がありますので、それに向けて取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

○へんみ圭二委員 全国の自治体で様々な取組が行

われていますから、そういったものは本当に取り

入れられるものは積極的に取り入れていただいて、

改善に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

  それから、コンビニエンスストアの設置につい

てお伺いをいたします。 

  コンビニエンスストア設置については、以前か

ら様々な会派の方々も提案をされてきて、なかな

かできなかったものが今回できるということで、

私も平成３０年の予算特別委員会で、１階のコン

ビニはどうなっているのですかということをお聞

きしたのですが、本庁舎の改修に数千万円掛かっ

てしまうということ、それから、区民の皆さんに

アンケートを取ってもニーズがなかったというこ

とがありました。 

  このあたりは、例えば今回設置するに当たって、

本庁舎の改修に数千万円掛かってしまうというこ

とはクリアをされているということでよろしいで

すか。 

○庁舎管理課長 今回、単独で、庁舎の改修とは別

でございますけれども、コンビニエンスストアを

本庁舎の１階に設置するというものになります。 

○へんみ圭二委員 改修に当たって、以前質問した

ときには本庁舎では数千万円掛かってしまうとい

うお話があったのですが、そこはもうクリアされ

ているのかということです。 

○庁舎管理課長 申し訳ありませんでした。既にク

リアしております。 

  設置につきましては、基本的な工事は行うので

すけれども、ただ、それもインフラの部分のみと

いうことで、残りはコンビニ事業者の方で設置し

ていただくということになります。 

○副区長 従前、検討した通常の一般店舗のような

大きさではなくて、最近、病院の中とかに小規模

なコンビニを出すような傾向に、コンビニ会社も

方針が変わってきたということで。低廉な予算で、

改修も少ないような形での出店が可能になってき
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たということで、今回御提案をしているところで

ございます。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  ちなみに、それは今回だと幾らぐらいの金額に

なるのでしょうか。 

○庁舎管理課長 まだコンビニエンスストアの事業

者が決まらない状況ではございますが、決まった

段階で、必要な電源ですとかそういったような最

低限のものだけは主管課の方でやらせていただき

ます。それ以外のものについては、基本的には床

も壁もそのままにしておきながら物を設置すると

いう、重機の設置程度のものの小規模さだという

ふうに認識しております。 

○施設営繕部長 すみません、金額でございますけ

れども、２００万円以内で済むのではないかなと

いう見込みでございます。 

○へんみ圭二委員 以前お聞きしたのに比べると随

分と安く設置できるということなので、それは非

常によかったなと思います。ただ、今回設置を予

定している場所というのが、以前は、私が通ると

お昼休みに太極拳をされている区の職員の方がい

たりとかしていたのですが、この場所は、例えば

３月に「こころの健康フェスティバル」が行われ

ていて、その際に設置される予定の場所で民生委

員の方々のバザーが行われています。非常に多く

の区民の方々が朝早くから並んで、楽しみにされ

ているというような、もう何年も前から開催され

ているのですが、もちろん今回の３月は大丈夫だ

と思います。 

  ただ、６月ですよね、設置した後というのは、

そういったバザーの開催ができなくなってしまう

ということも考えると、そのあたりについては代

替は考えられているのか、それから、ほかで、バ

ザー以外でも使っているパターンというのは何か

ありますか。 

○庁舎管理課長 バザーにつきましては、フェステ

ィバルと一緒に開催されているという認識でござ

います。こちらにつきましては、来年度以降につ

いてはコンビニエンスストアになってしまうとい

うこともございますので、福祉管理課と連携しま

して、アトリウムの方にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄというブ

ロックがあるのですけれども、そちらの活用等工

夫しながら、ほかでできることを模索していきた

いと考えております。 

○へんみ圭二委員 バザー以外で使っていることは

ないということですか。 

○庁舎管理課長 バザー以外で使っているものとし

ましては、単独になりますけれども、職員の健康

診断の受付ですとか、そういったものと認識して

おりまして、年間を通じましても、ほぼそういっ

たような使い方ぐらいしかないというふうに思っ

ております。 

○へんみ圭二委員 分かりました。バザーの開催場

所について、これ１つ提案なのですけれども、今

議会棟を使って譲渡会を行っていますから、是非

そこは議会側にも相談をいただいて、議会棟の１

階の部分を使ってバザーをやった方がいいのであ

れば、その方が区民の皆さんにとって広くバザー

に参加しやすいというところもあると思いますし、

是非、議長にもしっかりと相談いただいた中で検

討いただければなと思います。 

  それから、最後に選挙についてなのですが、今

回選挙が急に決まったということで、しようがな

かったのかなと思うのですが、「明るい選挙ポス

ターコンクール」が中止になってしまいました。

このあたりについては、選挙管理委員会の皆さん

の中でもいろいろな議論もあったと思いますが、

やはり何かしらやってあげられなかったのかなと

いう思いがあります。 

  そこについては、いかがですか。 
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○選挙管理委員会事務局長 ポスターコンクールの

表彰式については、選挙が決まった段階で選挙管

理委員の皆様とも様々御議論いただいて、最終的

に返さなくてはいけないタイミングがあったりで

すとか、準備に相当な時間が掛かるとか、いろい

ろな障害があって今回は断念しました。 

  ただ、これから返す学校もありますので、選挙

管理委員の皆様も同行していただける所は同行し

ていただいて、学校の中で表彰式をやっていただ

けないでしょうかというお願いをさせていただこ

うかとは思っております。 

○へんみ圭二委員 分かりました。本当はみんなが

集まって、そこで皆さんで選挙についてのディス

カッションなどということができればなと思うの

ですが、今回の対応というのは致し方なかった部

分があるのかなと思います。 

  ただ、１つ、これは議会にも中止になったとい

う報告というのはいただいていましたか。 

○選挙管理委員会事務局長 申し訳ないです、ちょ

っとそこのところは失念していたかもしれません。

申し訳ありません。 

○へんみ圭二委員 私たちの会派としては、このポ

スターコンクールについても今まで議会でも提案

してきたことがありましたから、できる限り誰か

行こうということで話をしていました。ただ、こ

の日、少連協の６０周年も重なっていたりとか、

もちろん選挙中だということもあって、なかなか

行けなかったのですが、後々、中止になっていた

のだということで、多分御案内いただけてなかっ

たのかなと思いますから、そのあたりもちょっと

気を付けていただければと思います。 

  最後に、もう１つ提案なのですが、これも議会

側と調整していただく必要はありますけれども、

ポスターコンクールの表彰式も、例えば本会議場

を使うとか、議会との連携をしてやっていただく

と、より身近に議会を感じていただけるというの

もありますし、そうした取組というのは選挙管理

委員会としてはいかがですか。 

○選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会の中で

御議論いただければと思っております。 

○はたの昭彦委員 すみません、簡単に何点かお聞

きしたいと思います。 

  外国人との共生に関するＰＴにおける検討状況

についてなのですけれども、外国人住民の増加と

いうことでいうと、少子高齢化の中で外国人の労

働者に頼らないとなかなか社会が回らないという

一面もあるのかなと思うのです。先日、足立区内

の建設関係の型枠大工の方とお話ししたときに、

ベトナムの若い人を５人雇っていて、彼らがいな

かったら仕事が回らないのだという話も聞きまし

たし、区内を歩いていると、建物の解体現場など

は外国人だけで全部やっているみたいな現場も多

くありますし、また、介護の現場などもフィリピ

ンからの労働の方が来て介護の現場を支えている

ということでいうと、本当に外国人の方に大きな

力を借りているというのが現状だと思うのです。 

  先日、本会議質問中で何か総量規制みたいな話

が出ていましたし、今日の朝のニュースでも外国

人の不法就労に対する通報制度なんていうような

ことをやっていたのですけれども、そういうこと

がずっと報道されていると排外主義的な雰囲気が

どんどん出てくるのだけれども、そういう人たち

というのはごく一部の人たちだけであって、この

間も梅島で中華料理店に入ったら、お店をやって

いるのが中国の方で、そうしたらお子さんが学校

から帰ってきたのだけれども、区内の小学校の帽

子をかぶって帰ってきているということでいうと、

外国の方が日常的に足立区の中で社会に溶け込ん

でいるというのが今の景色なのかなというふうに

思うのです。 
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  そういう意味では、この取組の方向性の（３）

の日本人と外国人の相互の交流というのは非常に

大事だなというふうに思うのです。ただ、ここの

取組の方向性ということでいうと、関連団体への

アプローチということがあるのだけれども、私、

区政報告ニュースを自分で家の近所に配っている

と、結構外国の名前の表札があって、中国とか韓

国だけではなくて、アラブ系の名前があったりと

いうことでいうと、隣近所も私たちの生活圏の中

でいっぱい外国の方がいてということでいうと、

日常的な社会的なつながというのが大事だと思う

のです。団体だけではなくて。そういう意味では、

うちの町会は以前外国の方が町会の役員をやって

いたというのあったのですけれども、 

  そういう日常の中で外国人と触れ合って、隣人

として付き合っていけるというようなことを進め

ていかなくてはいけないというふうに思うのです

けれども、それについてはいかがでしょうか。 

○政策経営課長 正に、はたの委員おっしゃるとお

りかと思っております。今現状、足立区において

も外国人の人口の割合が６％を超えてきていると

いうところでございます。 

  今回、区としての今後の取組の方針をまとめさ

せていただいたときには、やはり行政として何が

できるかという視点が結構強いなというふうな認

識を持ってございます。この中で、更に地域にお

ける多文化共生をより進めていくという観点は、

今後もより検討していくべきだろうということを

考えておりますので、また、この多文化共生の推

進計画を次年度つくっていくというのは、そうい

ったフェーズもありますので、引き続きこのあた

りは検討課題かなというふうに思っております。 

○はたの昭彦委員 そういった意味では、ウクライ

ナから避難している方が、都営住宅の中で自分た

ちのウクライナの料理を振る舞ってという、そこ

の住宅に住んでいる方との交流ということで以前

報告を受けましたけれども、そういう日常的な近

所付き合いというのかな、友人としての付き合い

というのは非常に大事だと思うので、そういう橋

渡しになるようなことを区がやっていただければ

ありがたいかなというふうに思います。これは要

望です。 

  次に、公益活動げんき応援事業の審査の窓口に

なるというような、「たけのつカー＆パーク」の

ところでというような報告があるのですけれども、

具体的には、これ、区の職員がやるのか、それと

もＮＰＯの方が窓口としてやるのか、どちらでし

ょうか。 

○ＳＤＧs・協創推進課長 「たけのつカー＆パーク」

は直営ですので、区の職員がやります。 

○はたの昭彦委員 分かりました。ちょっと確認し

たかったので、ありがとうございます。 

  最後に、指定管理者制度の改善の取組中の、主

な課題の中のナンバーツーのところに、指定管理

者制度を導入する目的が不明確であるということ

が出ているのですけれども。 

  そもそも指定管理者制度の導入というのは、区

が実施するよりも経費が安くなるとか、サービス

が向上するというのが導入する目的だと思うので

すけれども、それ以外に何かあるからこういうふ

うな★★になっているでしょうか。そこだけ確認

させてください。 

○総務課長 この部分については、目的が不明確と

いう点は、業務範囲とか仕様の確定範囲が一部曖

昧になっているのが見受けられる、例えばそれが

委託であるべきなのか指定管理でやはりあるべき

なのかというようなところの検討というところも

含めてなのですけれども、そういったところで、

改めて指定管理者であるべき目的というところを

きちんと定めたりというようなことの整理という
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ようなところでのリスクの提起でございます。 

○はたの昭彦委員 ただ、基本的には指定管理者制

度の導入というのは、経費の削減とかサービスの

向上につながるというところですよね。 

○総務課長 はたの委員おっしゃるとおりでござい

ます。 

○はたの昭彦委員 ありがとうございます。 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑はございますか。 

○岡安たかし委員  指定管理の件で簡単に何点か

だけなのですけれども。指定管理に関しては、直

営か業務委託か指定管理かというところでは、な

かなか何がいいのかというのは区民は見えづらい

というか、また、実際にそれが直営、委託、指定

管理になっても、区民から見れば全部区がやって

るという、ほとんどの方ですよ、中にはちゃんと

理解してる人もいますけれども、そういうふうに

しか見えないので、内容に関しては、１０ページ

の２番制度改善の（１）の指定管理職員の意識や

行動へのフォローアップとありますけれども、本

当にしっかりと、指定管理で働いている職員の皆

さんの様々なスキルアップや法律への制度も含め

たそういう理解とかもしっかりしていただきたい

なと思いますし、その支援をお願いしたいと思う

のです。 

  同じ１０ページに書いてある、（２）の表の２

番に書いてある、指定管理者制度を導入する目的

が不明確であると、区の課題、本当にこれもいろ

いろな議会での報告を聞いて、これが指定管理で

あった方が本当にいいのかどうかというのはいろ

いろ説明はあるけれども、１００％納得できない

部分もある。いいのだろうなぐらいで済ましちゃ

ってる部分を、恐らく多くの議員もあると思うの

で、なぜこれが本当に指定管理がよかったのか、

また、その検証の中で、やはりこれは直営より、

委託より、これがよかったのですよというのが分

かるような、今後ともそういうのをお願いしたい

と思うのですけれども、これ要望みたいになっち

ゃうのですが、一応、その点について。 

○総務課長 岡安委員おっしゃるとおり、そういっ

た点で、指定管理がやはり最善であるとか、そう

いったところも含めて改めて目的を整理するとい

うことで、改めて取り組んでまいりたいと思いま

す。 

○岡安たかし委員 それで、コンビニなのですけれ

ども、これ、まず外看板はどうなるのでしょうか。 

○庁舎管理課長 看板につきましては、庁舎の外部

では非常に難しいところはございますが、アトリ

ウムに入ったところの中で誘導できるような表示、

看板は可能かというふうに考えてございます。 

○岡安たかし委員 これは、入札は、あくまでも賃

料の入札ということでいいのですね。 

○庁舎管理課長 岡安委員おっしゃるとおりでござ

います。 

○岡安たかし委員 ここに書いてあるとおり、全館

閉館日もあります、それから、朝の８時から夕方

６時で終わっちゃう、延長可能とはなってますけ

れども、事業者が決定するにしても土・日曜も場

合によっては営業しない場合もあるということを

考えると、外看板が出てない、あくまでも中に入

った人が利用する、中に入って「あそこにコンビ

ニがあるよ」という、だんだんだんだん認知が広

がっていくのでしょうけれども。7 年後と最初の

１年では全然違うと思うのですが、当初はあまり

区民は、そこにコンビニがあるというのはなかな

か分からないだろうなという、看板がないと、外

の方に。そうすると、結構閉まっている時間とか

営業時間を考えると、賃料設定というのは難しい

なと思うのですけれども。 

  利益がどれだけ出せるかにもよるのですが、こ

の辺の想定というのはどういうふうに、普通に賃
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貸料で、これぐらいの営業時間で、これぐらいと

いう感じで出してるのですかね。 

○庁舎管理課長 事業者複数からヒアリングを行い

まして、最低限の時間帯をコアの、必須という時

間帯にさせていただきました。それ以外について

は、行える事業者と行えない事業者等々ございま

すので、その辺は、任意というふうにさせていた

だきます。 

  全ては来庁者と職員の利便性向上を目的とした

ものでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○岡安たかし委員 ちょっと細かいのですけれども、

この写真３のところにある、３ページのストック

ヤードというのは、これは何に利用するのですか、

ここは。 

○庁舎管理課長 何分狭小な場所での運営というこ

とになりますので、安定的な商品の提供等考慮し

まして、そういったようなところを外部に設けら

れるような配慮をさせていただいているところで

ございます。 

○岡安たかし委員 普通のコンビニでも外の駐車場

に何かあるかなと考えると、ごみ箱ぐらいしかな

かったかなとか思ったりいろいろするのですが、

そこに何か置けるなら、それはそれでスペースと

して有効利用はできるのでしょうけれども、なに

せ離れてますからね、何だろうなと思っちゃうの

ですが。 

  当初は、先ほどもお話があったとおり、いろい

ろな議員からこういう要望というのが出た中で、

結構私も、当時米山さんという議員がいらっしゃ

って、最初の頃に米山議員と私がちょっとこうい

う提案をした記憶があるのです。ただ、そのとき

は、議会棟に向かって左側のギャラリースペース

というのでしょうか、あそこ、定期的に演奏をや

っている場所がありますよね。あそこで要望した

ような気がして、最初のうちは否定的でもなかっ

たのです。これ、できるのではないかと思ってた

ら、そのうち、かなりしぼんでしまって、そうこ

うしてるうちに数年後にまた話が出てきたときに

は、やれ２階だとか地下だとかという話になって、

いや１階ではないと不便でしょうということで、

また私も水面下で、やっぱり探るなら１階でしょ

うなんて言ってたのですけれども、最終的にこう

いう希望が出てきたのは本当にありがたいなと思

うのですけれども、思ったよりもスペースは小さ

くなっちゃうのかなと、キオスクのちょっと大き

めという感じなのですかね。置く物、販売する物

によって小さくても便利なものは便利だとは思う

のですけれども、先ほど来あったとおり、それに

よってつぶされるものというのも当然あります。

ここを使っていたとか、あそこはデッドスペース

が今生じている議会棟ですとか、更なる２階の部

分ですとか、結構その時々でいろいろな利活用さ

れているのですけれども、常時デッドスペースに

なっている所というのは少ないかもしれないので

すが、うまく利用してもらうしかないかなと思っ

ております。 

  ここに関しての安全面に関しては、基本的には

やっぱそこにコンビニがあろうがなかろうが、夜

８時までですか、開いているし、午前８時からと

いうことで、そこで安全面、コンビニであればお

金ということで、強盗なんかもあるわけですけれ

ども、その点は事業者もよく考えているとは思う

のですが、何かそういうやり取りというのはあっ

たのですか。 

○庁舎管理課長 おっしゃるとおり、様々な、コン

ビニエンスストアとも打合せを重ねてまいりまし

た。非常に今回、狭小敷地でもできるという、昨

今の経営方針の違いからかなうようになってきた

わけですけれども、警備につきましては、当然コ
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ンビニエンス側からも、無人のコンビニ等ある中

で、有人を必ず付けたいということと、我々の警

備も含めてタッグを組んでやっていきたいという

ふうに考えてございます。 

○伊藤のぶゆき委員 私は１点だけ、この間衆議院

選挙があって、急な選挙でばたばたしたと思うの

ですけれども、入場券が多分手元に届くのが大分

遅れたと思いますけれども、区としてその影響は

どの程度あったと思っていますか。 

○選挙管理委員会事務局長 まず、入場整理券が遅

くなってしまったことについては、大変申し訳な

く思っております。 

  期日前投票所の報告資料をお付けしてるのです

けれども、やはり入場整理券が届いてから、天気

予報も相まってというところでありますが、来場

者が入場整理券が届いたところを境に増えており

ますので、一番大きいのは、やはり期日前投票所

に行くのに、手元になくて行くのをためらった方

がたくさんいらっしゃるのだろうなというのは今

回分かっていますので、そこについては、なるべ

く早くお届けできるように努力をしていきたいと

思っております。 

○伊藤のぶゆき委員 入場券が遅れたことは、もう

しようがないと思いますので、それを責めたいわ

けではなくて、投票率が２３区で一番低いという

ことで、投票率が高いところというのはどこなの

かなと調べてみると、比較的、今何とか県民人口

の少ないところが多いのですけれども、その中の

条件とかで見ていると、地域コミュニティの結び

付きが強いとか、高齢者の割合が多いとかと書い

ているのですよ。高齢者の割合が多いことを考え

れば、本来であれば２３区で一番高いのは足立区

であるべきだと思うのですけれども。 

  投票所の投票のデータを見ていて、何か同じよ

うな所が大体上位で、同じような所が大体低いで

はないですか。これというのは、多分選挙に行く

人は行くのですよ。多分行かない人はずっと行か

ないから、ずっとこの上下関係は変わらない。行

く人にいかに興味を持ってもらわなくてはいけな

いかという中で、よくあるじゃないですか、投票

券、投票したというのを持ってきてもらえれば、

ソフトリンクが１杯無料になりますよみたいな、

あるので、そういったものを政策の中で、例えば

足立区が今後守っていかなければいけない、例え

ば浴場組合で銭湯に行ってもらいたいなとか、バ

スに乗ってもらいたいなと、要するに、やっても

らいたいけれどもなかなかうまくいかない政策み

たいなものに対して、何かそれと結び付けた政策

というのを例えばできないのですかね。 

  例えば、今の話で、行ってもらえれば近くの銭

湯でお風呂に入れますよとか、バスに乗れますよ

ではないですけれども、何かそういったものをう

まく、具体的なものはで出てこないのですけれど

も、行政が悩んでいるものと選挙を、もう少し結

び付けることというのはできないのですか。 

○選挙管理委員会事務局長 総称して選挙割と言わ

れるものになっていますけれども、足立区内でも

一部の地域、何か所かの投票場は、当日投票済証

が足りないから持ってきてという話が出るくらい

に投票済証を求める方がたくさんいらっしゃるの

で、何かしらの選挙割をやっているのだろうなと

は思っています。 

  ただ、総務省からも意見が出されていますけれ

ども、選挙はあくまでも選挙として行くべきもの

だと、そういう選挙割を求めるがために選挙に行

くものではないということになっておりますので、

区としても、選挙管理委員会としても、選挙割を

積極的に進めるという立場ではなく、地域の方が

やることは妨げませんけれども、選挙までについ

てはきちんとし、選挙の本来のあるべき姿という
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ところの議論が必要かと思っております。 

○伊藤のぶゆき委員 分かりました、なかなか難し

いことがあるのでしょうけれども、大切なのは本

当は癖付けだと思うので、１回でも２回でも選挙

に行けば、選挙に行こうという発想になるのでは

ないですか。 

  最後にしますけれども、質問したように、こう

いった場所を見ると、何か比較的広い地域の投票

所が低いのかなと。私もそうですけれども、期日

前、事前投票は近くで入れられるけれども、その

日に投票日に行こうとなると、うちも遠いのです

よ、若干ですけれども。近くに学校があるのに、

向こうの学校まで行かなくてはいけないというけ

れども、少し心が折れそうになるときがやっぱり

あるのですよ。多分そういう人は多いと思うので。 

  前に言ってましたけれども、要するに投票日で

もどこでも投票ができるシステム、あれから検討

はどうなっていますか、最後に。 

○選挙管理委員会事務局長 実は、今回の選挙でも、

入場整理券が遅れた理由の１つとして、システム

の標準化というものがあって、印刷会社に蹴られ

て、なかなか受けていただけないというところが

ありまして、システム的にも非常に不安定で、２

３区の中でも選挙当日にシステムの運用がうまく

いかなくてという報告も上がってきております。 

  我々といたしましては、共通投票所、伊藤委員

御発言のとおり、当日行ってもどこでもできると

いうのが一番望ましいと思っております。いつか

はやりたいと思っていますが、今回の衆議院選挙

についてもいろいろ障害が出ておりますので、そ

この影響具合ですとか改善状況を見極めながら、

積極的に進めていきたいと思っております。 

○伊藤のぶゆき委員 引き続き、研究をよろしくお

願いいたします。 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 次に、その他を議題といた

します。 

  何かございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 以上で、総務委員会を終了

いたします。 

午後２時２３分閉会 

 


